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『農桑輯要』か らみた大元ウルスの勧農政策(下)

宮 紀 子*

魯明善とr農 桑撮要』の出版

ここに,苗 好謙とほぼ同時期,よ く似た行動をとった男がいる。 かの 「農桑(衣 食)撮 要」
あざな テ ァユ

の著 者,魯 明 善 。 通 行 の 「明善 」 は名 前 で は な く字,鉄 柱 が か れ の 本 名 で,じ っ は,ク ビ ラ

カ ル ナ ダ ス

イ,テ ム ル の 寵 を受 け た テ ィベ ッ ト仏 教 僧 伽魯 納 答 思 の 子 で あ った。 っ ま り,テ ゲ と同 じカ シ

ミー ル 出身 の ウ イ グル の 名 族 と い う こ と にな る。

カ ル ナ ダ ス は,サ ンス ク リ ッ ト,テ ィベ ッ ト,モ ン ゴ ル,漢 語 は も とよ り,東 南 ア ジア や西

域 の諸 言 語 に も通 じて い た 。 カ ア ン直 々 に委 託 され た テ ィベ ッ トの仏 典 の ウイ グル語 に よ る翻

訳 は,即 時 国 家 出版 され,モ ンゴル の 諸 王,大 臣 た ち に頒 布 さ れ た。 ク ビラ イ時 代 に 東 南 ア ジ

ア,イ ン ド洋 海 域 の 港 湾 都 市 に派 遣 され た有名 な大 使 節 団,そ して お そ ら くは カ イ シ ャ ン時代

の そ れ も,か れ の発 案 とい わ れ て い る267)。 ア ユ ルバ ル ワ ダ の即 位 時,姐 上 に載 せ られ た冗 官

の リス トラ問 題 に お い て も,カ ル ナ ダス は特別 扱 い で あ った。 す で に 余 命 が 短 か った こ と もあ

ろ うが,大 司 徒 の地 位 を 剥 奪 され る こ と もな く,そ れ ど ころ か文 官 と して は最 高 位 の 開 府儀 同

三 司 の 資 品 ま で 加 え られ,直 々 に 白玉 の 鞍 も賜 った(同 年 に死 亡)。

テ ジ ュ は,そ の偉 大 な 父 の 名 声 を常 に思 い 出 して も ら うべ く,自 らの 姓 を魯 と した268)。 父

と同様,な が ら くケ シ クで ビチ クチ の ひ と りと して 仕 えて い た が,や が て奉 議 大 夫(正 五品)

江 西行 省 理 間所 相 副 官(従 五 品)に 任 じ られ る。 虞集 の 撰 した神 道 碑269)に は 明記 され な いが,

お そ ら く成 宗 テ ムル の 末 期 か ら武 宗 カ イ シ ャ ンの治 世 に か けて の こ とだ ろ う。 父 の死 の知 らせ

を 受 けて 帰 郷 した か れ は,ア ユ ルバ ル ワ ダにお 目見 え し,カ ル ナ ダ ス の嗣 子 と して 白玉 の鞍 を

あ ら た め て拝 受,さ らに は御 服 も下 賜 さ れ た。 皇慶 元 年(1312),は や くか ら女 真 戸 な ど に よ

り開 墾 が 進 め られ て い た 濫 南 の寿 陽 す な わ ち安 豊路 の ダ ル ガ に任 じ られ る270)。資 品 も中 順 大

夫(正 四品)に 繰 り上 が った。 そ して,延 祐 元 年(1314)に は,ア ユ ルバ ル ワ ダの 『農 桑 輯 要 」
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の重 刊 の聖 旨 に 呼 応 す るか の よ うに,『 農 桑 輯 要 」 の必 要 部 分 を 月 ご と の農 作 業 ス ケ ジュ ー ル

に即 して 平 易 な 漢 文 で 整 理,配 列 しな お す 『農 桑 撮 要 」 を 編 み 鎧 梓,広 く民 家 に 頒 布 した

一 こん に ち の こ る張 案 の 序 文 は この と き書 か れ た も の で あ る
。 ま た,官 舎 や 路 学 ・蒙 古

学 ・陰 陽 学 ・医学 の校 舎 の 改 修,ジ ャム チ,橋 等 の土 木 工 事 に も尽 力 した と され る。

任 期 満 了 に な る と,ふ た た び ア ユ ルバ ル ワ ダの も とに参 じ,自 らの 実 績 を こ と こ まか に報 告

した。 お そ ら く 「農 桑 撮 要 』 も持 って い った の だ ろ う。 そ の結 果,延 祐 二 年,亜 中 大 夫(従 三

品)に 昇 進,江 南 行 台 の あ る建 康 路(い まの南京)に ほ ど ちか い太 平 路 の 総 管 に 改 授 され る。 た

だ し,ウ イ グ ル の ダル ガ か ら総 管 へ の 人 事 異 動 は,そ れ 以 前 に は,ほ とん ど例 の な い こ と で

あ った(か っ てやは り高昌 ウイグル の喫氏 トル ミシュが,安 豊 路,太 平 路の ダルガをっ とめ てお り,出

向先 と しては既定 の コースであ った。 のちには散 曲作 家と して有名 なセチウルが太平路 の総 管を皮切 りに,

テ ジュの赴任先,キ ャリアを追 いかけ ることになる。 なお,テ ジュの前 任の太平路総 管 は,至 元年 間,ク

ビライに農書 を献上 した,か の暢師文であ る)271)。アユ ル バ ル ワ ダ も少 々辟 易 さ せ られ て い た の か

も しれ な い。 テ ジ ュが着 任 した と き,太 平 路 の ダル ガ は"嘗 て 東 朝(=東 宮)に 仕 え,政 府 に

まっりごと たわ

待 む所 有 り,以 て 其 の 政 を 擁 め"て い た,と い う。 お そ ら くそ れ は,テ ゲ の次 男 平 安 奴 の こ

とで272),ア ユ ル バ ル ワ ダ,シ デ ィバ ラ親 子 の治 世 に権 勢 を 振 る っ た テ ム デ ル と の 関 係 を 指 し

て い った もの だ ろ う。 ライ バ ル意 識 む き出 しの か れ は,こ こで も 『農桑 撮 要 』 を 頒布 し,勧 農

にっ と め た。 大 司農 の 張嬰,翰 林 承 旨 ク ドル ク トル ミシュ等 に よ るモ ン ゴル語 訳 「大 学 術 義 」

の国 家 出版 に呼 応 して,み ず か らも 『大 学 』 を刊 行 して い る273)。

延 祐 六 年 に池 州 路 の ダル ガ に転 任,多 発 す る火 災 の 消 防 用 に大 掛 か り な貯 水 工 事 を 行 っ た。

任 期 満 了 が 近 づ い て く る と,安 豊 路,太 平 路 の とき と同 様,解 由状 と と も に拓 本 を提 出 す べ く

徳 政 碑 を建 て さ せ て,地 方 官 と して の有 能 さ を ア ピー ル した 。 この あ と,い った ん,江 漸 行 省

の指 名 で 福 建 に派 遣 され,そ れ な りの成 果 を 出 し,朝 廷 に保 挙 さ れ た ら しい が,中 央 で の 採 用

は叶 わ な か っ た。

泰 定 四 年(1327)に な っ て,よ う や く嘉 議 大 夫(正 三 品)に 昇 進,街 州 の ダ ル ガ に任 じ ら

れ274)た。 そ の こ,至 順 元 年(1330)-r農 桑 撮 要」 の 序文 を もの した ま さ に そ の年,湖 広 行

省 下 の桂 陽 路 の ダル ガ とな る。 蛮 僚,狢 捺 な ど とよば れ る少 数 民 族 が 山 岳 地 帯 に雑 居 し,極 め

て治 め に くい この 路 の ラ ン ク は,上 中下 の三 段 階 の一 番 下,事 実 上 の左 遷 と い って よ か っ た。

虞 集 が 撰 した テ ジ ュの神 道 碑 は,こ の人事 異 動 に っ い て,"三 年 して 転 じて桂 陽 に監 す 。 前 に

治 す る所 の四 郡 は皆,大 郡 な れ ど も,桂 陽 は最 も遠 く小 さ く,公 を煩 わ ず に足 らず。 命下 る に,
ゆるが や

公日く 「亦,天 子の民也。何ぞ敢えて忽せにせん乎」"と あたかも役不足のように語る。 しか

し,実 態はそんな美 しい話 どころではなかった。

なんとテジュは,衛 州のダルガとなって一年経っかたたないかの天暦元年(1328)五 月,中

統砂六十錠の収賄が発覚 し,杖 刑八十七 という上から二番目に重い実刑判決を受 け,中 途解任
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され て い た の で あ る。 そ して,そ れ は中書 省 の掌 握 す る官 員 の履 歴 簿 に 消 え な い 汚 点 と して記

され た275)。大 徳 七 年 に定 め られ た 「取 受 十 二 章 」 に よ れ ば,"法 を柾 げ た"収 賄 ・横 領 の場 合

は"除 名 して 叙 せ ず","法 を柾 げて いな い"斜 酌 の余 地 の あ る場 合 は,"須 ら く三 年,殿(=

停職)し,再 犯 は 叙 せ ず"276)と あ る。 テ ジュ に対 して は後 者 が 適 用 さ れ,復 職 の さい に は,散

官 三 等 級 分 の 降 格 が な され た はず で あ った 。神 道 碑 が これ以 降,か れ の 資 品 を 記 さな い所以 で

あ る。 そ もそ も湖 広 行 省 が バ ヤ ンと と も に南宋 接 収 の最 大 の功 労 者 にあ げ られ る ウ イ グル の エ

リク ・カ ヤ(セ ヴィ ンチ ュ ・カヤの祖父)一 族 の 牛耳 った地 で あ っ た こ と,泰 定 年 間 に甘 粛 の諸

軍 を率 い て い た ウ イ グ ル王 家 の テ ムル ・ブ カが嚢 陽 に赴 き湖 広 行 省平 章 政 事 にな って い る こ と,

か の テ ゲー 族 自体,桂 陽 路 に何 らか の 権 益 を有 して い た ら しい こ と を 考 え れ ば277),と う じテ

ジ ュを取 り巻 く現 実 は,ほ か に受 け入 れ 先,や りな お す チ ャ ンス が 望 め な い と い う極 めて シ ビ

ア な状 況 だ っ た の か も しれ な い。 後 述 す る 「天 暦 の 内乱 」 の ど さ く さ に ま ぎれ て の任 官 で あ っ

た可 能 性 さえ あ る。

そ うい う わ け で,テ ジュ は,何 と して で も 目に み え るか た ち で 実 績 を あ げね ば な らなか った。

しか も,こ の 至 順 元 年,同 じ桂 陽 路 の 大 中 大 夫(従 三 品)総 管 オ ル ジェ イ トゥ も張 光 大 に命 じ

て 『救 荒 活 民 類 要 』 を 刊 行 して い る のだ 。 テ ジ ュは,ま た もや 『農 桑 撮 要 』 を重 刊 した。 大 旱

魅 に 見 舞 わ れ,鷲 爵(=売 官)ま で 行 って い た大 元 ウル ス朝 廷 に ア ピール す る に は,最 適 の 事

業 の よ う に思 わ れ た278)。

じ じっ,テ ジ ュ はそ れ らの成 果 と,手 勢 を も って道 州 路 に 侵入 した広 西 の 蛮 捺 の叛 乱 平 定 に

一 役 か っ た と い う功 績 を携 えて
,は る ば る大 カア ン,順 帝 トゴ ン ・テ ム ルの もとへ と上 京 す る。

と き の 丞 相 バ ヤ ン は,六 部 の 郎 官 の ポ ス トを提 示 した ら しいが,不 満 だ った の か辞 退,け っ

き ょ く,桂 陽 と同 じ ラ ン ク に位 置 づ け られ,や は り湖 広 行 省 下 に あ る靖 州 路 の ダル ガ と な っ

た279)。 着 任 す るや,こ の地 を将 来 に禍根 を の こ さず ゆ る ぎな く統 治 す る ため と称 して,山 岳

地 帯 に 割 拠 す る"洞 蛮"を ター ゲ ッ トに した軍 事 地 図 を 作 成 し,過 去 の文 書 を参 照 しなが ら調

査 報 告 書 を纏 め,湖 広 行 省 に提 出 した。 しか し,三 ヶ月 た って も音 沙 汰 な し,っ い に あ き らめ

て辞 職 した。 か っ て 治 め た太 平 路 に隠 居 し,そ こで67歳 の生 涯 を終 え た と い う。

こん に ち伝 わ るr農 桑 撮 要 』 の テ キ ス トは,い ず れ も至 順 元 年 の テ ジ ュの 自序 を掲 げて い る。

『至 正 金 陵 新 志 』 巻 九 「学 校 志 ・路 学 」 によ れ ば,集 慶 路 学 が保 管 して いた 版 木 は58枚 で,至

正 四年 まで に刊 行 され た こ とは 間違 い な い。 お そ ら く張 元 済 が 見 た とい う 「青 宮 之 宝 」,「項 子

京 図書 記 」 の 印 が 捺 され る元 刊 本(10行 ×22字)が それ だ ろ う280)。な お,張 案 の序 文 の"皇

元"が 削 り取 られ て"皇 宋"に 改 窟 さ れ て い るの は,こ の 版 木 を入 手,頒 布 した 明 の 国子 監 の

所 業 に よ る(r永 楽 大典」 に収録 された の もこのテキス ト)281)。台 湾 国 家 図書 館 の 蔵 す る影 元 紗 本

(8行 ×15字)は 上 下 二 巻 全78葉282),こ れ が桂 陽 路下 で の 印 刷 か,帰 郷 後,太 平 路 に保 管 して

あ った 版 木 の序 文 を 差 し替 え た もの に相 当す るの だ ろ う。 『元 史 」 の 本 紀 に も伝 に も,そ の書
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名 が採 り あ げ られ る こ とは な か ったが,『 古 今書 刻 」 に よ れ ば,明 代 に は,南 京 の 国 子監 以 外

に,河 南 の 汝 寧 府 ・准 南 府 ・楊 州 府 ・瑞 州府,建 寧 の書 坊 に版 木 が 保 管 さ れ て い た(汝 寧府 ・

准南府 のそれ こそが,お そ ら く安豊 路の初版の姿 を伝 えるテキ ス トで はある まいか)。 テ ジ ュの 執 念 が

実 った と もいえ るが,や は り現 場 で の使 い勝 手 が よか った の だ ろ う。 『養 民 月 宜 』 や 『農 桑 四

時 撮要 」 と名 を 変 え,後 人 に剰 窃 されて 伝 わ った テキ ス トさえ あ った。

苗 好 謙 と同 様,テ ジ ュ もま た しっか り見 て 取 って いた 。14世 紀 に は い って か ら目 に 見 え て

深 刻 にな って い くユ ー ラ シア全 域 を蓋 う大 天 災 の もと,大 元 ウ ル ス の勧 農 へ の異 様 な まで の力

の 入 れ よ うを 。 っ ま り 『農 桑 輯 要 』 を補 う技 術 書 の 編 纂 と実 践 に よ って 成 果 を た た き出 す こ と

が,即,高 評 価 につ な が り,出 世 の近 道 とな るの だ と。

見 直 され るべ き泰 定 帝 イ ス ン ・テ ム ルの 治 世

と こ ろで,「 元 史」 の 「食 貨 志 」 《農 桑 》 は,英 宗 シ デ ィバ ラ以 降 の勧 農 政 策 に つ い て,ま っ

た く言 及 しな い。 延 祐 四年(1317)の ク チ ュ の死 を うけ大 司 農 司,太 常 礼 儀 院 な どの トップ と

な っ て い た ジ ャ ラ イ ル 国王 家 の若 き リー ダ ー,バ イ ジュ283)は,ア ユ ル バ ル ワ ダ の崩 御 の の ち

もひ きっ づ き シデ ィバ ラの右 腕 と して,よ り大 っぴ ら,あ か らさ ま に,皇 太 后 ダギ の 寵 愛 を 盾

に中書 省 右 丞 相 に返 り咲 い た テ ムデ ル との 「綱 引 き」,「 陣 取 り合 戦 」 に乗 り 出す(ア ユルバ ル

ワダは延祐五年頃 にはすで に廃人 同然 であり,正 式に皇 太子位 に就 いて いた シデ ィバ ラは,テ ムデル,ダ

ギを気 に しなが ら,ア ン トムの孫バ イジュと水面下で手 を結 びっっ あ った。 ただ し,延 祐六年十 二月に は,

や はりク ビライ時代 の御史台 を支 えた タガチャルの孫 テムル ・ブカ,ア ル ラ ト家 ウルルク ・ノヤ ンの息子

トク トガも御史台の トップ とな っている)。 じつ は,「 英 宗 本 紀」 の 延 祐 七 年 にず らず ら と並 ぶ 中 書

省 ・行 中 書 省 の 目 ま ぐ る しい人 事 異 動,各 官 庁 の 存 廃 と激 しい ラ ン クの 上 下,都 水監 の 取 り合

い,司 農 卿 オ ル ジ ェイ ・ブカ の 更迭,粛 政 廉 訪 司 に対 し 『農 桑 文 冊 」 を 大 司 農 司 に毎 年 報 告 さ

せ に くる と い う慣 例 を踏 襲 させ た こ と(そ の数値 の信愚性 はか ねてか ら疑問視 されて いた。 あ きらか

にテムデルの影響が強 い御 史台へ の牽制 である)284),『元 典 章 』 に よ って 知 り うる盾 事 院 の 屯 田軍 官

へ の 口 出 しな ど は み な,そ の文 脈 の 中 に あ っ た。 テ ム デ ルの 父 祖 の 勅 建 碑 が 立 て られ たか と思

うと285),バ イ ジ ュ の祖 父 ア ン トムの 碑 を保 定 新 城 に,ム カ リの 祠 堂 と碑 を 東 平 に建 設 して た

て つ づ け に顕 彰 す る286)。さ らに バ イ ジ ュの妹 の嫁 ぎ先 瞼 枢密院事 サ ンガ シ リは枢密副使 ナ ンギ ャ

タイの子。 ア ン トム以来の姻戚)の 祖,ク ビ ライ時 代 の名 将 バ ヤ ンの 碑 を も立 て る。 ほ ぼ 同 時 期,

政 局 の鍵 を握 って い た テ ク シに も父祖 の碑 を 賜 っ た。

峻 烈 さ と老 檜 さ,酷 薄 さを併 せ もっ シデ ィバ ラ は,バ イ ジュ を平 章 政 事,っ い で 左 丞 相 に任

じる こと で,中 書 省 内部 か ら突 き崩 しを はか った。 さ らに,か れ に 平 江 路 の 田一 万 畝 の 下 賜,

左 右 キ プ チ ャ ク衛 親 軍 と宗 仁 モ ンゴル侍 衛 親 軍(五 投下の イキ レス部 への介 入を意 味す る)の 統 括

を委 ね て 「力 」 を与 え,じ り じり とテ ム デ ルー 派 の退 却 を 迫 った の だ っ た。 バ イ ジ ュ は,か っ
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て の ク ビ ライ に お け る ボ ロ トの よ うに,『 農 桑 輯 要』,『栽 桑 図説 」,モ ン ゴル語 訳 「大 学 街 義 』

な ど の重 版 は も と よ り,太 廟 の 儀 制 の増 広,歯 簿 の 整 備287)な ど,軍 事,文 化 行 政 を 一 手 に

担 っ た。 じ っ さい に は カ イ シ ャ ン時代 か らの既 定 の路 線 で は あ ったが,内 外 に そ の実 行 力 を誇

示 す るか の ご と く,目 に見 え る派 手 な か た ちで っ ぎつ ぎ と完 成 させ て い く。

そ して,至 治 二 年(1322)八 月,九 月 に テ ム デ ル,ダ ギ が た て つ づ け に身 罷 る。 ま るで そ れ

を ま っ て い た か の よ うに,r農 桑 輯 要 」1500部,『 栽 桑 図 説 』300部 が 頒 布 さ れ,勅 命 に よ って

鹿 頂 殿 の 壁 に は 「蚕 萎 図 」 が 描 か れ た288)。枢 密 院 も弛 緩 しつ つ あ っ た 屯 田 の 管 理 を 強 化 し

た289)。 十 一 月 に は,カ イ シ ャ ン時 代 と同 様,民 間 の一 切 の差 役 ・造 作 等 は,商 質 末 技,富 実

有 力 の家 か ら課 し,管 民 官 が農 繁 期 の妨 げ に な らぬ よ う差 配 す る よ う通 達 が 出 さ れ て い る290)。

シ デ ィバ ラ は,テ ム デ ル の 後 釜 と して バ イ ジ ュを 中書 右 丞 相 に任 命291),さ ら にバ イ ジ ュの

部 下 で 中書 省 平 章 政 事 マ ル を,大 司 農 司 に お いて もす ぐ下 の 大 司 農 の ポ ス トに っ け,か れ を輔

佐 させ る292)。 い っぽ うで,テ ム デ ル関 連 の 碑 を全 て打 ち倒 し,か っ て与 え た爵 位 ・制 誰 な ど

も剥 奪 ・没 収 し,宣 政 院使 バ ル ギ ス(テ ムデルの息子)以 下,そ の派 閥 を徹 底 的 に粛 清 しは じめ

る。 す べ て が これ か らの は ず で あ った。

と こ ろ が,か れ らの新 政 は,あ え な く頓 挫 す る。 至 治 三 年,上 都 か ら大 都 へ む か う道 中,南

披 店 に宿 泊 した 八 月 癸 亥 四 日,す な わ ち ア ル ラ ト家 ボオ ル チ ュ の喬 シ ク ドゥル の ケ シク(第 ニ

ケ シク)の 初 日,こ と は起 こ った。 シ ク ドゥルが フ ウ シ ン族 ボ ログ ル の末 す な わ ち第 四 ケ シ ク

の 長 で 知 枢 密 院 の イ ス ン ・テ ム ル293),御 史 台 ・宣徽 院 ・太 医 院 ・ア ス衛 等 を 束 ね て き た テ ク

シ294)等と謀 り,彼 らを移 動 中 の オ ル ドに 引 き込 み,シ デ ィバ ラ,バ イ ジ ュの 暗 殺 を決 行 した

の で あ る295)。大 徳 十 一 年 以 来,安 西 王 家 の 再 興 をね が って き た ア ー ナ ン ダの 子 オ ル ク ・テ ム

ル な ど の協 力 も と りっ け,約 五 ヶ月前 か ら周 到 に準 備 され た計 画 で あ った。 そ して,こ の暗 殺

の 舞 台 を 用 意 した シ ク ド ゥル こ そ,大 司 農 司 のNo.2,バ イ ジ ュ の 配 下 に ほ か な らな か っ

た296)。

テ ク シ等 は,か ね て か らの手 筈 どお り晋 王 イ ス ン ・テ ム ル をっ ぎ の カ ア ン と して担 ぎ 出 し,

も くろ み ど お り以 前 と変 わ らぬ,あ る い は よ り高 い地 位 を得 た297)。 しか し,そ れ は っか の間

にお わ った。 行 賞 は油 断 を させ るた め に す ぎ なか った。 イ ス ン ・テ ム ル は と もか く,そ の下 で

兎 に も角 に も長 ら く モ ン ゴ リアの 一 切 の き り も りを して きた 内 史 府 を 甘 く見 す ぎて い た298)。

ダ ウ ラ ト ・シ ャ ー率 い る内史 府 は,ケ ル レン河 の ほ と り,チ ンギ ス ・カ ンの大 オ ル ドで の即 位

式 が 終 了 した あ と もあ え て そ こに留 ま り,さ き に手 の もの を大 都 に送 り込 ん だ。 そ して,も は

や 用 済 み とば か り に,シ ク ドゥル た ち に全 て の汚 名 を 押 し付 け,纏 め て一 瞬 の うち に成 敗,謙

殺 した の で あ る。 後 世 の史 書 に永 久 に書 きっ が れ る こ と確 実,前 代 未 聞 の大 っぴ らな カ ア ン暗

殺 に つ い て 一 切 関 与 して い な い とい う ポ ー ズ を とっ て み せ る必 要 もあ った が299),何 よ り も偲

偏 イ ス ン ・テ ムル を操 って きた 自分 た ち の立 場 を脅 か す 新 たな ライバ ル た ち は,要 らなか った。
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大 体 お も な と ころ を片 付 け て しま って か ら,新 カ ア ンと側 近 た ち は粛 々 と大 都 に はい っ た。 そ

の動 き を逐 一 克 明 に知 って い るか の ごと く,ほ とん ど同 時 に チ ャガ タ イ ・ウ ル ス の カ ン,ケ ベ

ク の使 節 団 も,や や遅 れ て ジ ョチ ・ウル ス の カ ン,ウ ズ ベ クの使 節 団 も大 都 に 参 上 した(カ ィ

シャンの子 コ シラを保護す るチ ャガ タイ家 の使節団 は,至 治元年末頃か らチー ターや ソンコルの献上 を名

目に頻繁 に来貢 してお り,と うじシデ ィバ ラは,警 戒の ため に居庸関北 口 と盧溝橋 の軍備 を固めて いる)。

泰 定 年 間 に は,こ れ らの二 大 ウル ス に加 え,フ レグ ・ウ ル ス の カ ン,ア ブー ・サ イ ー ドと も

頻 繁 な交 流 が見 られ(コ シラ本人 との間でさえ も何度か使者が往来 してい る),大 元 ウル ス は,カ イ

シ ャ ン以 来 の 活 気 を 取 り戻 す300)。 じ ゅ う ら い,イ ス ン ・テ ム ル の 治 世 の 評 価 は 高 くな い が

(「即位 の詔」 がモ ンゴル語 直訳 体で,翰 林 院によ って雅文 につ くりなお されて いない こと,「 国朝文類』

に泰定帝 の治世 の詔赦 ・制譜 が収録 されて いないことなどが影響 してい よ う),す で に朝 廷 の 経 錘 講 義,

出版,地 方 神 の加 封 ・祭 祀 と い っ た文化 事 業 に お い て は,ア ユ ル バ ル ワ ダ,シ デ ィバ ラ時 代 と

同様,あ るい はむ しろ よ り熱 心 に取 り組 ん で い た こ と,徐 々 に あ き らか に な りっ っ あ る301)。

そ して,じ っ は,勧 農 ・救 荒 政 策 にっ い て も同 様 で あ った。 『大 元 通 制 』 の 続 編,す な わ ち

泰 定 年 間以 降 の制 詔 ・条 格 ・断 例 を集 積 す るr至 正 条 格 」 は,第 一 部 分 を形 成 す る150の 「制

詔 」 を 版 木 に刻 さ なか った。 それ ゆ え,具 体 的 な聖 旨の 内 容 や 詔 赦 の 条 画 付 帯 条 項 か ら

各 政 権 の骨 格 た る政 策 を た ど って い くこ とが で きな い。 『元 史 」 の本 紀 も,お そ ら く担 当 の編

纂官 が 『実 録 」・『経 世 大 典 」 等 の公 腰 を きち ん と読 ま ず,抽 出 す べ き と こ ろ,日 時 の把 握,要

約 が適 当 で な か った た め,重 複 す る記事 が多 い(全 体的 な傾向 だが,と くに この泰定帝 の本紀 がひ

どい)。 そ もそ も大 司 農 司 とい う機 関 自体,泰 定 元 年 六 月,五 年 正 月 と い う時 点 に お い て 確 か

に機 能 し,先 農 の 祭祀 も行 わ れ て い る こ と,メ ンバ ー も,都 事 の ひ と り に郭 毅(奉 議大夫/正

五品下)な る人 物 が い た こ と302),丞 をっ と めて いた の が 劉徳 温 で あ った こ と303)く らい しか わ か

らな か った 。 しか し,さ い きん 利 用 が 可 能 に な った い くっ か の 同 時 代 資料 に よ って,新 た な事

実 が い くつ か 浮 か び上 が っ て くる。

イ ス ン ・テ ムル は即 位 す る と,財 政 の 見 直 しの た め に,た だ ち に,国 の 予 算 に よ る建 設 事 業

す べ て を い っ た ん休 止 さ せ た304)。そ して,工 部 に各 地 か ら提 出 され た 申 請 書 を も と に継 続 の

必 要 な もの,緊 急 性 の高 い もの を迅 速 か っ 慎 重 に検 討,選 別 させ た の で あ る(中 書省 のス タッフ

は,そ の出先機 関た る行省 も含めて きわめて有能,財 政手腕に長けて いた)。 そ の さ い に も,学 校,農

桑 の 重 視 と い う歴 代 カ ア ンの基 本 方 針 はぶ れ る こ と はな か った305)。

大 元 ウ ル ス の米 倉,食 物 輸 送 の要 す なわ ち鎮 江 路 に ほ ど ちか い練 湖 と そ こか らか ら水 を 引 き

込 む 漕 渠 水,平 江 路 か ら松 江 府 一 帯 の河 道 は大 徳 末 年 の 工 事 以 降 ふ た た び泥 が 溜 ま って きて い

た。 しか も,こ れ 幸 い とそ の ま ま水 田 に して 占有 して しま う輩 も多 く,ま す ま す排 水 機 能 が 衰

え,ひ ど い場 合 に は海 水 が逆 流 す る原 因 とな って い た。 そ こで,土 砂 の 除 去 作 業 や 当 該 地 の堤

防,石 造 りの水 門 の修 繕 な どに,多 くの軍 戸,作 業 船 を 駆 り出 し,短 期 集 中 で効 率 よ く作 業 が
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進 め られ た。 練 湖 ・漕 渠 水 の 工 事 は,人 夫 の 数 一 万 三 千 五 百,日 当 は米 三 升 と中 統 鋤 一 貫

(ジ ャムチ の支給 額 よ りは るか に多 い),泰 定 元 年 か らわ ず か 三 ヶ月 足 らず で 終 了 して い る。松

江 ・平 江 の工 事 に は,二 万 人 が投 与 さ れ,同 じ く日当 米 三 升,中 統 紗 一 両,さ らに塩 茶 銭 が支

給 され た と い う306)。

どち らの場 合 も現 場 で指 揮 を と った の は,江 漸 行 省 左 丞 の ドル ジバ ル,そ して水 利 事 業 の プ

ロ中 の プ ロで 蘇 湖 一 帯 を知 り尽 くす か の任 仁 発 大 徳 年 間 に都 水 監 丞 を っ と め た あ と,至

大 元年(1308)に 嘉 興 路 の 同知 に任 じ られ たが,翌 年 に は中 尚 院 の判 官 と して 大都 に赴 き,通

恵 河 ・会 通 河 の水 門 の 修 復 に あ た った。 そ の 功 績 に よ り都 水 少 監 に昇 進,黄 河 が 決 壊 した 沐

梁 ・帰 徳 府 一 帯 に て堤 防 設 置 に尽 力 す るな ど華北 で も活 躍 した で あ った307)。完 成 時 に は,

イ ス ン ・テ ム ル よ り銀 一 錠,表 裏 の綴 子 製(ナ シジ)上 衣 二 着 を賜 って い る308)。

そ して,い こ も常 時,湖 と河 道 の管 理 ・修 繕 を させ るべ く,江 漸 行 省 左 丞 相 の トゴ ン ・ダ ラ

ガ ンの 熱 心 な 嘆 願 に よ って,泰 定二 年(1325)閏 正 月 ニ ー 日,ふ た た び都 水 庸 田使 司 の設 置 が

決 ま る(じ つ は,カ イ シャ ン時代 にすで に中書右 丞のボ ロ ト ・テムルが再設 置を上奏 して いたが,ア ユ

ルバル ワダの クー ・デタによ って頓挫 したので ある)。 大 司農 司 で は な く中 書 省 が 統 括 し,官 庁 は以

前 の 平 江 路 か らあ え て 松 江 府 に替 え,水 利 事 業 に専 念 させ るた め,松 江 府 の管 轄 下 に あ った貿
ミ ラ ン

易港上海と華亭の両県は,嘉 興路の所属に移 した。 庸田使司の正使には密蘭,張 友諒309)が任

じられ,齢 七十 にもかかわらず副使には特例で任仁発がなった。その下の倉事には李居仁が任

じられた3ゆ。 さいきん,任 仁発がその情熱を注いだ水門跡が発掘 され,と うじの高度な技術

の一端があきらかとなり,大 きな話題をよんだ31D。 この庸田使司は,泰 定四年 に廃止の意見

も出されているが,同 年,杭 州にほどちかい塩官州の海岸で二 ヶ月に亘 って発生 した高波によ

り防波堤が破損 したさいには,ト ゴン・ダラガン等とともに迅速に大改修をはじめている3/2)。

いっぽう,華 北においても,泰 定二年,黄 河のたびたびの決壊に対処すべ く,河 南行省左丞

の銚偉の申請 によって,そ れまで都水監の支所 分監 というかたちを改め,河 南行都水監

が特設 され る313)。この銚偉こそ,誰 あろう大司農司の設立,『農桑輯要」の編纂に大 きく関

わった銚枢その人のただひとりの こされた嫡子なのであった(ち なみにかれは,許 衡の子,許 師

敬が編纂した経莚の教材,「皇図大訓」 にはり合うかのように,ク ビライの嘉言善行を編集した書籍をカ

アンの座右に置くことを願いでている314))。

ほかにも,都 水監 ・工部 ・粛政廉訪司が中心となって,進 北は清河と憲河が合流す る威平府

付近の河堰の修復,大 都の積水潭の護岸工事,通 恵河上流の堤防の修繕が行われた。また,大

興県一帯の桑 ・聚の田園に浸水 した渾河や白河,大 名路一帯を流れる御河,永 平路の屯田の田

植えを台無 しに した藻河,河 間路 ・真定路一帯を流れる淳沽河,山 東の会通河など各水の堤防

の修復,江 南か らの輸送を中断させかねない水門の工事など,耐 久性 も十分考慮 しなが ら急

ピッチで進められた(か のクビラィ初期の大司農ブル・カヤの孫,廉 恵山海牙も当時,都 水監に属し,
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会通河の修復 にあた ってい る)315)。か く して,カ イ シ ャ ンの 死 後,中 断,先 送 り に な っ て い た必

要 不 可 欠 の工 事 が次 々 と再 開 され,着 実 に完 成 して い った。

さ らに,ひ っ き りな しに 全 国 各 地 か ら報 告 さ れ て くる水 害,旱 越 な ど の天 災,と ど め に本 貫

の地 た る モ ン ゴ リアで の 大 地 震 の 知 らせ を うけ,イ ス ン ・テ ム ル は泰 定 二 年 閏正 月 一 日,大 赦

の詔 を 発 令 す る316)。被 災 地 へ の 一 年 間 の差 税 の 免 除 な ど の手 当 て は もち ろ ん,そ の 列 挙 さ れ

る条 画 の な か で,延 祐二 年,ア ユ ルバ ル ワダ に よ って江 漸 ・江西 ・河 南 の三 省 で 行 わ れ た 田土

の経 理 有 名 な 「延 祐 の 経 理 」 政 策 へ の批 判 を は っ き り と言 明 し,そ の 害 を 取 り除 く こ と

を宣 言 した の で あ る317)。 ま た,同 月 十 四 日に は屯 田 の,九 月 一 日に は義 倉 の 整 備 を命 じ318),

蕩 爵 の規 定 も定 め るな ど,つ ぎつ ぎ救荒 へ の対 策 を講 じて い く319)。 な お,こ の ころ,か の カ

ル ル クの ダ シ ュマ ン(成 宗 テムル,武 宗 カイ シャ ン時代の司農卿)の 長 子,ヒ ン ド ゥ(仁 宗 アユルバ

ル ワダ時代 の司農少卿)の 兄,買 奴(買 奴 も家族 と同様,ク ビライ時代か らず っとバ ゥルチであ った)

を 司農 少 卿 に任 じて い る320)。

既 述 の 御 史 台 の 侍 御 史 苗 好 謙 が提 出 した排 水 法 と区 田法,江 漸 行 省 左 丞 の 趙 簡(経 莚 に も熱

心 であ った)321)が 泰 定 二 年 十 月 に提 出 した 区 田 法 の 案 も,さ ら に い え ば 至 治 三 年 八 月 か ら泰 定

三 年 五 月 ま で 漸 東 道 宣 慰 使 司 の都 元 帥 で あ った 馬鋳 の 「救 荒 事 実 」(林 萬 里編)322)も,そ う し

た施 策 に応 え よ う と した もので あ った。 「救 荒 活 民類 要 」 に見 え る苗 好 謙 の言 に よれ ば,大 司

農 司 もい ち 早 くク ビラ イ時 代 以 来 数 回 にわ た り頒 行 され て きた 区 田図 本 の 小 冊 子 を取 り出 して,

周 知 徹 底 させ るべ く全 国 に配 布 して いた ら しい。 な お,趙 簡 の 提 案 は,さ い き ん影 印本 が 公 刊

され た 『至 正 条格 」 条 格 二 五 「田令 」 【種 区 田法 】 に,箇 条 書 きで収 録 さ れ て い る。 そ の 内 容

は,苗 好 謙 や 『救 荒 活 民 類 要 」 の 「区 田 法 」 と,み な 「農桑 輯 要 』 を参 照 す る こ と もあ って,

きわ め て よ く似 た もので あ る。 兵 部 で 検討 され て い るの で,軍 戸 に よ る屯 田 で用 い られ た こ と,

容 易 に推 測 が つ く。 ほ ぼ同 時 期,中 書 省 の 発 案 で,海 憲 に苦 しむ 山東 益 都,し ば しば少 数 民 族

が 叛乱 を 起 こ して い た湖 広 に,モ ン ゴル 諸 王 の な か か ら宣靖 王 買 奴 と威 順 王 コ ンチ ェ ク ・ブ カ

(クビライの孫,鎮 南王 トゴ ンの子)が 選 ば れ,駐 屯 す る こ と に な る。 そ れ に と もな い現 地 の 官 田

を 払 い下 げ,一 人 あ た ま三 頃 の 田地 と牛,農 具 を 支 給,開 墾 を進 め させ て い る323)。

区 田法 は乾 燥 地 域 に有 効 な農 法 だ が,河 南 ・陳 西 方 面 で は もは や そ う した状 況 を通 り越 して

いた 。 泰 定 二 年 い ご,ほ とん ど雨 が降 る こ と な く,大 干 ば っ が つ づ く。 泰 定 四年 の科 挙 の 会 試

で は,当 地 の灌 概 ・救 荒 の法 が 出題 され た ほ どで あ っ た324)。

泰 定 五 年 正 月,イ ス ン ・テ ム ル は宮殿 に 「蚕 委 図 」 を描 か せ325),三 日後 に は,全 国 に ク ビ

ライ 時 代 の 「農 桑 旧 制 十 四 条 」 を頒 布326),勧 農 へ の 意 気 込 み を 示 し た。 と こ ろ が,や は り

「蚕 萎 図 」 を描 かせ た シデ ィバ ラ と同 様,か れ も また,大 都 郊 外 の 柳林 で の 巻 き狩 りの 最 中,

ま こ と に突 然 の 「病 」 を得 て,快 方 に向 か う こと な く,公 式 発 表 に よれ ば,そ の 年 の 秋 七 月十

日,上 都 にて 崩 御 した の で あ った 、
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度 重 な る政 変 の 中 で

泰定 帝 イ ス ン ・テ ム ル の崩 御 と同時 に,腹 心 ダ ウ ラ ト ・シャ ー は,梁 王 王 禅,遼 王 トク ト等

と と も に,た だ ち にか れ の子 ア リギバ を次 の カ ア ンに立 て た。 い っぽ う,大 都 に の こ りク ー ・

デ タを 画 策 して いた 旧 カ イ シ ャ ン派,キ プ チ ャク集 団 の 頭 領 エ ル ・テ ム ル は,ア ス,カ ンク リ

な どの 親 衛 軍,チ ャガ タイ 家 の傍 流 ア ラ トナ シ リ王 の 協 力 も得 て,ウ バ イ ドゥ ッ ラー,バ ヤ ン

チ ャル 以 下,旧 政 権 の 中枢 部 を拘 束,宮 廷 内 を鎮 圧 した。 そ して 湖 広 行 省 下 の江 陵 に流 さ れ て

い た カ イ シ ャ ンの 次 男 トク ・テ ム ル を擁 立 す るべ く(長 男 コシラは既述 の ごとく,は るかアルタイ

方 面 にチ ャガ タイ家 とと もにあ った),前 の 河南 行 省 参 知 政 事 メ ン リク ・ トン ア を 向 か え に や っ

た327)。か れ に 便宜 上 与 え られ た肩 書 きは"大 司 農"で あ っ た328)。

同 日,前 の 湖 広 行 省 の 左 丞 相 ベ ク ・ブカ,右 丞 の ウ イ グ ル速 速 を そ れ ぞ れ 中書 省 の左 丞相,

左 丞 に,太 子 盾 事 タ シ ュ ・ブ カを 平 章 政 事 とす る お手 盛 りの 人 事 を行 っ て い る こ と(メ ン リ

ク ・トンアに も帰還 後,大 都 留守の ココダイ とともに平章 政事 の地位 が用意 され る),現 湖 広 行 省 平 章

政 事 で あ る ウ イ グ ル王 家 の テ ム ル ・ブカ,泰 定 年 間 に 当地 に派 遣 さ れ て い た,か の 威順 王 コ ン

チ ェ ク ・ブ カ等 が トゴ ン ・テ ムル にす ば や く呼応 して い る こと,同 様 に益 都 の 宣 靖 王 買 奴 を 自

軍 に招 聰 して い る こ と,遼 東 か らの 攻 撃 を警 戒 し迅 速 に益 都 ・般 陽 の 海 港,直 沽 の 防 備 を 固 め

て い る こ と,か らす れ ば,こ の 計 画 が相 当長 い準 備 期 間 を経 た もの だ と,容 易 に 推 測 され る。

上 都 側 の動 き を み て きた エ ル ・テ ム ルの 弟 サ ドゥ ン,息 子 の タ ンキ シ ュ も帰 還,合 流 した 。 そ

して,っ い に ダ ウ ラ ト ・シ ャー と エ ル ・テム ル の両 軍 は,居 庸 関一 帯 で相 見 え,大 規 模 な 戦 闘

が 開始 され た。

と う し ょは大 都 側 が 劣 勢 で あ ったが,エ ル ・テ ムル は,コ シ ラ率 い る援 軍 が 南 下 して い る と

い う偽 の 使 者 ま で仕 立 て,味 方 を鼓 舞 す る と同 時 に,い ず れ に就 くか 様 子 見 の 諸 軍 勢 を 自軍 側

に 引 き寄 せ よ う と した の で あ った。 さ らに,戦 闘 の真 っ最 中 の九 月 八 日 よ り,大 都 側 に与 した

モ ン ゴル 諸 王,大 臣 た ち の集 うク リル タ イが 開 催 され,一 三 日,ト ク ・テ ムル が 「コ シラが 到

着 す る ま で 」 と ジ ャル リ ク に お い て言 明 しっ っ,大 カ ア ンの 玉 座 に座 る。 こ れ も ま た作 戦 で

あ った(ち なみに同 日,都 水 庸田使司 の廃止 を決 めている329))。案 の 定,続 々 と モ ンゴ ル諸 王 が 来 朝,

居 庸 関 で 防 戦 い っぽ うで あ った大 都 軍 は上 都 軍 を つ ぎっ ぎ に撃 破 しは じめ,結 局,カ サ ル王 家

の オ ル ク ・テ ム ル に よ る上 都 急 襲 が 決 定 打 と な って全 面 的 勝 利 を 収 め た。

文宗 トク ・テ ム ル は,十 月,上 述 の タ シ ュ ・カ ヤを 大 司 農 に任 じた(か れ の家世 は不明 だが,

翰林学士 承 旨と して 「経世大 典』 の編纂 に もかかわ って いる)。 メ ン リク ・ トンア は も ち ろん の こ と,

バ イ ジ ュ,ア ユ ル バ ル ワ ダ,シ デ ィバ ラ時 代 に中 書平 章 政 事 に まで な りなが らテ ム デ ル に追 い

落 と さ れ た 王 毅 お そ ら く皇 慶 年 間 に司 農 大 卿 だ っ た王 謙 の 兄330)や も う ひ と りの バ イ ジ ュ

も ほ ぼ 同 時 期,こ の肩 書 きを得 た331)。バ イ ジュ は トク ・テ ム ル の第 三 皇 子 の 扶 育 も命 じ られ

て い るか ら,相 当 信 用 さ れ て い た の だ ろ う。 ち な みに,ア ユル バ ル ワ ダ時 代 の高 官 た ち の名 が
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見 え るの は,ト ク ・テ ム ル の正 妻 が コ ンギ ラ ト家 の ブ ダ シ リ(カ イ シャ ン,ア ユルバル ワ ダと同

腹 の姉妹 である魯 国大長 公主 サ ンガ ラギの娘)で あ る こ と も影 響 して い るだ ろ う。 トク ・テ ム ル の

治 世 を通 じて,姑,叔 母 に あ た るサ ンガ ラギ へ の気 の遣 い よ う,大 盤 振 る舞 い は,異 様 で す ら

あ る。

さ らに,そ の下 の大 司農 卿 に は,と う し ょキ プ チ ャク軍 を掌 握 す る チ ョ ン グル の 子 オ トチ ・

ブカ が就 い た。 な ん とか れ は,ほ か な らぬ エ ル ・テ ム ル,宣 徽 院使 サ ドゥ ン等 の 同 腹 の兄 な の

で あ った 。 か れ ら の 父 チ ョ ング ル は,ト ク トガ の 子,す な わ ち ク ビ ライ の カ ラ チ(黒 ク ミス

馬乳酒 の醸造者)332)で あ った班 都 察 の孫 で,カ イ シ ャ ンに付 き従 い,ア ル タイ,中 央 ア ジ

ア方 面 で の戦 役 に数 々 の軍 功 を 立 て,中 書 平 章 政 事 を務 め る と と も に,キ プ チ ャ ク衛 を統 括 し

た。 チ ョ ン グル の 兄 の タイ ・ブ カ は御位 下 のバ ウ ル チ,弟 の ユ ル ・テ ム ル は武 衛 親 軍 を 統 括 す

る と と もに大 都 屯 田事 も兼 任 した333)。も うひ と りの 司 農 卿 は,司 農 少 卿 か ら昇 進 した カ ル ル

クの買 奴 で あ る334)。

大 司 農 丞 に は,ア ス族 の 出身 で,仁 宗 の シュ ク ル チ(祖 父,父 ともに シュクルチ),シ デ ィバ ラ

の進 酒 バ ウル チ,ト ク ・テ ムル の ユ ル ドゥチ と,仕 え る カ ア ンが代 わ る ご とに ケ シ ク内 の 役 職

を転 々 と した異 色 の ひ と,ジ ャヤ ン ・ブカが な っ た。 か れ は,エ ル ・テ ム ル と と も に上 都 軍 を

破 る の に軍 功 が あ った とい う335)。

さ て,カ サ ル家 の オ ル ク ・テ ムル等 か らア リギバ の もって い た カ ア ンの玉 璽 を 受 け取 り,あ

らた め て即 位 の セ レモ ニ ー を 行 い,ダ ウ ラ ト ・シ ャー,王 禅 等 の 処 刑,ア ラ トナ シ リ,オ ル

ク ・テ ム ル,エ ル ・テ ムル等 へ の 賜与 と,事 後 処 理 に怠 り な い トク ・テ ム ル で あ った が,も う

ひ と つ,避 け て通 れ な い大 問題 を抱 え て い た。 ア ル タ イ方 面 か ら実 兄 コ シ ラが チ ャ ガ タ イ家

カ イ シ ャ ンの 旧 臣 た ち と と もに,モ ン ゴ リア高 原 の有 力 者 を吸 収 しな が ら,ゆ っ く り と ク ビ ラ

イ,カ イ シ ャ ンが か っ て即 位 式 を あ げ た上 都 め ざ して 動 き は じめ て いた ので あ る。 全 て を お膳

立 て して きた エ ル ・テ ムル は も ちろ ん,ト ク ・テ ム ル 自身 も,即 位 時 の こと ば と は う ら は らに

カ ァ ンの座 を譲 る気 は,さ ら さ らな か った。 そ うで な けれ ば,コ シ ラを 迎 え る使 節 団 を 何 度 も

送 る い っぽ うで,わ ざ わ ざ こ と さ らに ブ ダ シ リを皇 后 に立 て る大 々 的 な 儀 式 を行 い,天 下 に詔

赦 を発 令 す る必 要 な ど ど こに もな か った。 天 暦 二 年 正 月,カ ラ ・コル ム の北 で コ シ ラが と りあ

え ず の 即 位 式 を執 行 した こ と,お よ び統 一 ク リル タイ を 開 催 す る予 定 を 聞 き な が ら,ま た エ

ル ・テ ム ル を 当地 に派 遣 しな が らも,自 分 が か っ て 配 流 され て い た 潭 州 ・填 州 ・江 陵 ・建 康 を

それ ぞ れ 「天 臨 」 「乾 寧 」 「中 興 」 「集 慶」 とい った美 名 に改 め るな ど,あ き らか に カ ア ンで あ

りつ づ け るっ も りで い た。

「農桑 輯 要 」 と 『栽 桑 図 』 の 重 版 命 令 も,ま さ にそ う した 時 期 に 出 さ れ た の で あ る。

トク ・テ ム ル は,五 月ニ ー 日,大 都 を 出立,ゆ っ く りと約 一 ヶ月 を か け て六 月 二 四 日,上 都

の六 十 里 店 へ 至 り,七 月二 日に 三十 里 店 に到 着 した(「 文宗本紀」 はほか の本 紀 に比べ,ほ ぼ毎 日
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の記 事 がそ ろ う詳 しさだ が,こ の二箇月 の行程の間 は削除 がめ だっ)。 い っ ぽ う,コ シ ラ の一 行 は,

八 月一 日,上 都 に近 い オ ン グチ ャ ドゥの地(カ イ シャ ンが建設 をす すめていた中都)に 到着,翌 ニ

ト イ

日,ト ク ・テ ム ル との 対 面 を果 たす 。 そ こで,恒 例 ど お り連 日宴 会 が 開 か れ たが,六 日の深 夜,

コ シ ラ は突 然 身 罷 った 。 エ ル ・テ ム ル等 に よ る毒 殺,カ ラチ の本 領 発揮 で あ った336)。 完 全 に

油 断 して いた コ シ ラ側 は大 混 乱 に陥 った。 エ ル ・テ ム ル は,そ の 日の う ち に玉 璽 を取 り返 し,

トク ・テ ムル と と も に さ っさ と上 都 へ む か って 引 き上 げ た。 そ して,約 一週 間 後 の十 五 日に は,

二 度 目の 即 位 式 を あ げ,最 終 的 な勝 者 が 誰 か,天 下 に知 ら しめ た の で あ る。 この 一連 の顛 末 を,

俗 に 「天 暦 の 内 乱 」 と い う。

泰 定 年 間 以 来 の全 国 各 地 の旱 魅,蛭 の 大発 生,局 地 的 な豪 雨 に よ る水 害 が 相 変 わ らず つ づ い

て い た が,さ らに この 天 暦 ・至 順 年 間 は,河 北 ・河南 ・山東 各 地 で桑 ・蚕 の 全 滅 が 目立 っ。 し

か し,国 庫 を 開 い て 飢 民 に穀 物 ・現 金 を 分 け与 え る,売 官 を承 認 す るな ど,受 身 の政 策 ば か り

が 記 され,積 極 的 な勧 農,屯 田 開 発,水 利 事 業 等 の記 事 は不 思 議 な ほ ど,な い。 湖 広 桂 陽 の長

官 た ち に よ る 『農 桑 撮 要 」 『救 荒 活 民 類 要 』 が 出版 され た天 暦 三 年/至 順 元 年(1330)三 月 に,

中 書 省 か らの 申 し出 で,「 通 恵 河 や会 通 河,広 済 渠で 各 ア イ マ クや寺 観 ・権 勢 が 勝手 に堰 を壊

して水 田 や 畑 の 灌 概 に 使 っ た り,水 車 を 回 した りす る と,水 深 が運 送 に適 さな くな るの で,大

司 農 司 ・都 水 監 に厳 し く取 り締 ま らせ る」聖 旨が 出て い る こ と,陳 西 は 奉元 路 付 近 の 洪 口渠,

山 東 曹 州 の 魏 家 堂 口 の 堤 防 の破 損 に対 して 応 急 処 置 を お こ な っ て い る こ と く らい で あ る337)

(ぎゃ くに大 法会の開催,仏 寺 への寄進,寺 観 の建設 ばかりが 目立っ。 もはや祈 る しか なか ったのか。 の

ち至順三年正 月 にな ってよ うや く,城 郭 ・河渠 ・橋道 ・倉庫 の建設作業 を優先 す る聖 旨が出 されるが,舌

の根 も乾 かぬ うちにモ ンゴル諸王,高 官 たちの大 邸宅 の建設命令 をつ ぎっ ぎ出 してい る)。

と こ ろ で,ち ょ う ど この 時 期,大 司 農 卿 にカ ラ ・バ トゥ338)の名 を 確 認 す る こ とが で き る。

天 暦 二 年 五 月 の 段 階 で礼 部 尚書,奎 章 閣捧 案 官 に任 じ られ た カ ラ ・バ ア トル と同 一人 物 な ら,

カ イ シ ャ ン時 代 の 右 丞 相 サ ンバ オ ヌ(サ ムボ ドゥ)の 息 子 で,ト ク ・テ ム ル の ユ ル ドゥチ で あ

る339)。 ま た,大 司 農 に は,あ らた に張 金界 奴 が 加 わ って い る。 張 九 思(裕 宗 チ ンキムの腹心 で,

成宗 テムル時代 は中書省平 章政事をっ とめた)と 唐 氏(タ ング トの翰林学士承 旨 トイ ンの姉)の あ い だ

に生 ま れ た 。 金 界 奴 は,ほ か に 奎章 閣都 主 管 工 事 ・大 都 留 守 ・内宰 隆祥 総 管 府 総 管 ・提 調 織 染

雑 造 人 匠 都 総 管 府 事 ・兼 領 中 興 武 功 庫 事340)の肩 書 き を もっ 。 ア ユ ル バ ル ワ ダ時 代 か らカ ア ン
ト ス フ ィ

の 薬 膳 料 理 を 担 当 す る忽 思 慧,常 ブ ラル ギ等 の編 纂 にか か る 『飲 膳 正 要 」 の校 正 を担 当 した こ

と で知 られ る。 同 書 巻 二 「郡 店 水」 で は,至 大 の初 め,ブ ラル ギ と と もに カ イ シ ャ ン,ダ ギ に

茶 を煎 じた逸 話 が 掲 載 され て お り,金 界奴 自身 が バ ウ ル チ も し くは シ ャル バ チ で あ った可 能 性

は き わ め て 高 い 。 な お,司 農 丞 は,後 至 元 二 年 五 月 まで ダ カ イ な る人 物 が つ とめ て い た よ うで

あ る341)。

『農 桑 輯 要 」,『 栽 桑 図 説 」 の頒 布 か ら数 ヶ月 後 の至 順 三 年 八 月,文 宗 トク ・テ ムル は,上 都
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カ ト ン

で 亡 くな った 。 ブ ダ シ リ皇 后 はす で に夫 の 在世 中 か ら母 サ ンガ ラ ギ と と もに権 勢 をふ る って い

た が,こ こで確 実 に,か つ て の祖 母 ダギ と同様,垂 簾聴 政 を 狙 っ た。 権 臣バ ヤ ン(メ ルキ ト族)

と手 を組 み,さ さ や か な 内 輪 の ク リル タ イ を開 催,エ ル ・テ ム ル 等 の反 対 を 押 し切 り,夫 の

「遺 言 」 と して コ シ ラ の二 人 の息 子 の う ち,わ ず か 七 歳 の 幼 児 イ リ ン ジバ ル を擁 立 す る。 と こ

ろが 玉 座 に就 け て一 ヶ月余 りで 急 逝(お そ らく自然死 で はない),こ ん ど こ そ,と エ ル ・テ ム ル

は トク ・テ ム ル の子 エ ル ・テ ク ズ を推 す 。 コ シ ラの ち ょ くせ っ の 下 手 人 で あ る エ ル ・テ ムル に

して み れ ば,遅 か れ 早 か れ,お の れ に復 讐 す る可能 性 の 高 い トゴ ン ・テ ムル を認 め る わ け に は

いか な か っ た。 双 方 が 引 か ず 月 日ば か りが 経 っ う ち,こ ん ど は エ ル ・テ ム ルが ま こ とに都 合 よ

く急 逝 した。 至 順 四 年 六 月,十 三 歳 の トゴ ン ・テ ム ルが 次 の カ ア ン とな っ た。 そ の即 位 の 聖 旨

で は,「 今,皇 太 后(ブ ダシ リ)は 大 臣 エル ・テ ムル,バ ヤ ン等 を 召 し」 云 々 と,あ た か も二 大

巨頭 の 同 意 を得 て の推 戴 で あ るか の よ うな一 言 が 入 れ られ た 。 も とよ り,ト ゴ ン ・テ ム ル の こ

とばで は な い。

バ ヤ ンは,右 丞 相 と して,サ ドゥ ン,タ ンキ シ ュを抑 え る位 置 に立 ち,そ の ご ま もな くエ

ル ・テ ム ル の 娘 で トゴ ン ・テ ム ル の カ ト ン とな って い た バ ヤ ウ ト氏 を 幽 閉,っ い で,タ ンキ

シュ,ダ ラカ イ 兄弟 も謀 反 を 企 て た と して,エ ル ・テ ム ルの 血 脈 を一 気 に葬 り去 った 。 そ して,

左 丞 相 を補 充 す る こ とな く文 字 どお り専 制 政 治 を は じめ る。 トゴ ン ・テ ム ル が あ いか わ らず ブ

ダ シ リとバ ヤ ンの俺 偏 な の は,元 統 三年/後 至元 元年(1335)の 七 月 に 出 され た"旧 エ ル ・テ

ム ル派 の一 掃 を 寿 ぎ,バ ヤ ンに ダ ラ ガ ン号 を与 え る"聖 旨,前 後 に 何 度 も出 され た皇 太 后 に尊

号 を奉 る聖 旨,文 章 を み れ ば よ くわ か る342)。 ちな み に この と き,付 帯 条 項 の ひ とっ と して,

飢 謹 に備 え 大 司 農 司 の 管 轄 の も と に,大 元 ウル ス全 域 の"社"は み な義 倉 を ひ とっ ず っ 設 け て

お くよ う,指 令 が 出 た鋤 。 ま た,同 年 十 一 月,ク ビ ライ時 代 へ の 回 帰 を うた い 再 び"至 元"

へ の 「改 元 の詔 」 が 出 され た さ い に は,常 平 倉 の設 立 が 命 じ られ た 鋤 。

こ う した 政 変,激 しい人 事 異 動 の さな か に あ って,ブ ダ シ リ皇 后 の ス タ ッ フで,ト ク ・テ ム

ル 時代 とか わ らず 大 司 農 の 職 に あ っ た タ シ ュ ・カ ヤ は,大 尉 の 肩 書 きを も ら い中 書 省 の顧 問 に

加 え られ て さえ い る345)。 さ らに は,都 水 監 屯 田 で つ く られ た飼 葉 ・秣 等 の支 給 や鞍 な ど皮

革 製 品 の 出 納 を 担 当 す る度 支 監 の統 括 も任 され た の で あ った346)。

と こ ろで,「 元 史 』 の 「順 帝 本 紀」 は,そ れ 以 前 の本 紀 と こと な り 『実 録 』 が 存 在 せ ず,洪

武 帝 の 命 を 受 け た編 纂 官 た ち が各 地 で採 録 ・収 集 した 拓 本 ・文 書 ・筆 記 等,さ ま ざ ま な レヴ ェ

ルの 資 料 に依 拠 す る た め,き わ めて ラフで 断 片 的 な もの に と ど ま る。 そ こ に記 さ れ る記 事 と記

事 の 間 に何 らか の脈 絡 を求 め る とい う こと は,ほ とん ど不可 能 に近 い。

た とえ ば,元 統 三 年/至 元 元 年 の 正 月 に は,

よ

廉 訪 司 に 申命 して郡 県 の勧 農 官 の勤 惰 を 察 せ しめ,大 司 農 司 に達 して 以 て葱 りて 駝 防 せ し

む347)。
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「農桑輯要』からみた大元ウルスの勧農政策(下)(宮)

とある。 じっは,こ の条,大 司農司の上奏により,い ご農事を担当する官員の任期満了時に作

成 される解由状(業 績報告書 ・勤務評定書)は,粛 政廉訪司の官がチェックしたうえで,正 本を

作成,纏 めて中書省の吏部に送付申告 し,そ こから関連書類一式を大司農司にまわし,人 事異

動を決めるという手続きに変えるよう,聖 旨で確認されたことを意味する。 これは,『 至正条

格』の関連記事をみてはじめて理解が可能となる348)。

ちなみに,こ のあらたな方法は,っ ぎの遷転時期(三 年一期が原則である)の 直前になると,

欠陥が露わになり猛反発をよぶ。さきに粛政廉訪司を経由すると解由状の発給までに時間がか

かり事務処理がスムーズに動かないというのである。行省は 「とりあえず行省で解由状を作成,

吏部に送 ったあと,各 道の粛政廉訪司がチェックする」従来の方式に戻すようせまった。いっ

ぽう粛政廉訪司の上部機関である御史台 も,「 吏部から大司農司に解由状をまわし,大 司農司

が各道の粛政廉訪司が もともと送付 ・報告 してある 『農桑冊」と照 らし合わせて人事異動を決

める」 ようするに最終チェックを大司農司に丸投げする方式を提案 した。おもしろいの

は,こ の討議 にあたって,兵 部が主催者 となり,吏 部 ・刑部 ・大司農司を召集 していることで

ある。それらの案では大司農司の事務負担があまりにも過重であること,各 地の風土はみな異

なるうえ,じ ゅうらい 『農桑冊』が提出されていない地域 もあることを鑑み,最 終的には 「農

桑冊」の改良 ・充実で落ち着いた。すなわち,廉 訪司の派遣員が地方巡察のさいに郷村にいた

るまで綿密な現地調査を行い,田 時 ・水利 ・学校 ・農桑などの状態を一々点検,報 告書まとめ

て提出 し,各 地の廉訪司がそれらを参照 しやすいように整理 ・要約 しなおして製本 したものを

大司農司に提出す ることになったのである に の少しあと後至元五年のIE月に,「農桑輯要』r栽桑

図』の重刊が決定される)。

前節でも述べたが,『 元史」 の編纂官の抜粋の仕方は,最 悪である。 もうひとっ例をあげて

おこう。 『元史」 の本紀は,後 至元二年の正月に,ト ク ・テムルの即位時に廃止 されてしまっ

ていた都水庸田使司が成宗テムル時代 と同じく平江路に置かれた,と いう349)。ところが,そ

のあとの後至元五年の十二月の条にいきなり`復 た都水庸田使司を平江に立っ"と もいう。こ

の間,当 該機関が廃止 されたという記事はない35。)。そ して言い訳がましくそのあとに"先 に

是れ嘗て置 き而 して罷む。是に至りて復た立つ"と 述べる。『元史』巻九二 「百官志八」《都水

庸田使司》 も 「本紀」 の二っの記事を単純につなぎ合わせ,"至 元二年正月,置 都庸田使司干

平江,既 而罷之。至五年,復 立"と 解決する。 しか し,『東維子文集」巻十二 「新建都水庸田

使司記」35D,『呉中水利全書」 巻十八に収録される孫鼎の 『松郡水利志』,「洪武蘇州府志」巻

三 「水利」などをみると次のような疑念がわきあがる。すなわち後至元二年には,都 水庸田使

司の復活が要請 されただけのことであり,江 漸行省左丞相キプチャクタイ,監 察御史等の再三

の上申の結果,後 至元五年 に裁可の聖旨が下され,こ とが じっさいに動 き出 したのは,じ っは

至正元年にはいってか らではないか,と 。
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二 世,三 世 の 大 司 農 司

とい うの も,後 至 元六 年 二 月,ふ た た び朝 廷 を ゆ るが す 大 事 件 が お き て い た。 なん と 今度 は,

トゴ ン ・テ ム ル 自 らが 御 史 大 夫 の マ ジャル タイ等 と手 を くみ,バ ヤ ンを失 脚 させ たの で あ る。

そ して,そ こ に は,ま た大 司農 の タ シュ ・カ ヤが か らみ,う ま くた ち ま わ って いた(こ の ころ

大 司農 と して愛 牙赤 の名 も確認 され る352))。さ らに,ト ゴ ン ・テ ム ル は,聖 旨 に お い て 「バ ヤ ンが

ブダ シ リとエ ル ・テ ク ズを 軽 視 した」 こ とを罪 科 の ひ とっ に あ げ て い た に もか か わ らず,そ の

舌 の根 もか わ か ぬ六 月 に は,「 オ ル ク ・ブ カ,メ ン リク ・ トンア等 が 父 コ シ ラを 暗殺 した 」 こ

とを い い,っ づ けて 「ブ ダ シ リが 最 初 イ リン ジバ ル を擁 立,バ ヤ ンと組 ん で 自分 を な い が し ろ

に し,太 皇 太 后 の 号 を 借 称 した」 こ とを非 難 した。 そ して,父 コ シ ラ を殺 した 文 宗 トク ・テ ム

ル の位 牌 を 壊 し撤 収,ブ ダ シ リ とエ ル ・テ クズ に対 し,そ れ ぞ れ 東 安 州,高 麗 へ 流 刑 処 分 を く

だ した の で あ る。聖 旨 に エ ル ・テ ム ルの 名前 が あ え て の ぼ さ れ な か った こ と,一 月 た た ぬ 間 に

エル ・テ グズ を 殺 害 させ た こと,マ ジャル タイ で はな く トク トが 中 書 右 丞 相 とな っ た こ とな ど

は,ト ゴ ン ・テ ム ルの 一 筋 縄 で は いか な い した た か さを うか が わ せ る。 十 月 に は,父 コ シ ラ に

「順 天 立 道 容 文 智 武 大 聖 孝 皇帝 」 の尊 号 を追 贈 し,い ご,み ず か らが 俺 偏 な どで は な く,真 の

大 カ ァ ン と して立 っ こ と を天 下 に知 ら しめ た の で あ る。 さ らに 正 月,あ らた な 門 出 を 祝 って

"至正"と 改 元 した
。

そ して,翌 年 二 月,『 農 桑輯 要 」 「栽 桑 図 」 が で きあ が り,各 官 庁 に頒 布 され る。 トゴ ン ・テ

ムル の 溢 れ る 自信 を あ らわ す か の よ うに,『 至正 条 格 」,『六 条 政 類 』 な ど,っ ぎつ ぎ と国 家 出

版 物 の 編 纂 ・頒 布 が 進 め られ,黄 河 の治 水 事 業 な どに も 目を む け は じめ る。

遼 ・金 ・宋 三 史 の編 纂 ・出版 が進 め られ て いた 至正 四年 に は,枢 密 知 院 の 鮫 住 を大 司農 に任

命,翌 年 に は,お そ ら くか れ の 希 望 を 容 れ て の こ とだ ろ う,愈 枢 密 院 事 か ら中 書 参 知 政 事 に

な っ た ば か り の韓 元 善 が 補 佐 役 の大 司 農 卿 に抜 擢 さ れ て い る353)。ふ た りの ほか に,至 正 六 年

閏 十 月 二 十 五 日の 段 階 で 確 認 さ れ る陣 容 は,
ノコ カ チ ュ リ ン カ ノ リ ハ イ ダ ル ト ワ ラ テ ル ム ミ ル ム ハ ノ マ ト ハ イ ソ ア 

大司農納口合元 ・桑嵜失里,大 卿海答児 ・図刺帖木児,少 卿密癒漠麻慶,司 丞拝住 ・王恪,
ク チ ュ テ ム ル ト イ ノ

経 歴 曲 出 帖 木 児,都 事 脱 因354)

で あ った 。 明 年 二 月 二 十 一 日の段 階 で も この メ ンバ ー に変 化 は な く,さ らに大 司 農 と して 呉 乗

道 が 確 認 され る。 サ ンガ シ リは,延 祐 六 年 に 司 農 だ っ た サ ンガ シ リ とお そ ら く同一 人 物355)。

ミー ル ・ムハ ンマ ドは,元 統 元 年 十 二 月 に回 回 司 天 監 か ら異 動 して 嘉 議 大 夫 秘 書 太 監(従 三品)

をっ とめ て い た人 物356),バ イ ジ ュも十 中 八 九,泰 定 四年 か ら秘 書 監 丞(従 五 品)で あ っ た そ の

人 だ ろ う。 とい うの も呉 乗 道 は泰定 二年 か ら秘 書 卿GE三 品)を 経 験 して お り,さ ら に トップ

の鮫 住 と同 じ名 前 が,延 祐 七 年 に着 任 した秘 書 太 監 に見 出 され る か らで あ る。 鮫 住 は,ア ユ ル

バ ル ワ ダ時 代 の大 司農 クチ ュの孫 だ ろ う357)。 ク チ ュ ・テ ム ル の名 も 「秘 書 監 志 』 の 題 名 に見

え るが,そ れ に よ れ ば,か れ は ウイ グ ル 出身,十 数年 後 の 至 正 二 二 年(1362)の 段 階 で も大 司
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農司丞にとどまっている358)。先刻のダカイといい,大 司農司 と秘書監の密接な関係がうかが

える。

ひるがえって,こ の至正六年には,失 脚 したバヤンの大邸宅を大司農司の官庁 として使用す

ることが決定されている。 じっは,大 司農司は,モ ンゴル諸王 ・貴族から没収 した土地 ・邸宅

の管理 もまかされていた。天暦年間以降の激 しい政局の動 きにともない頻繁 に行われた邸宅の

没収,賜 与を考えれば,大 司農司は,き わめて大きな権限をもったことになる。それはともか

くとして,翌 年の二月,無 事移転が終了すると,聖 旨によって大司農司のために,柿 落とし,

許有壬が文を撰 した碑の除幕式が行われた。すでに用意されていた宋裟の題名記 もこのとき碑

にされた ものと思われる。 この題名記の下段 もしくは碑陰には,歴 代の司農司官の リストが刻

まれていたはずだが,残 念なが ら現存 しない。至正八年には,鮫 住が,み ずか らと同 じカルル

クの出で,代 々大司農司において尽力 してきたダシュマンー家の顕彰のために勅建碑を二件,

トゴン ・テムルに願い出たQ

また,大 司農司が装 いをあらたにしていくこの時期 さらにふたりの大司農が確認 される。

ひとりは,タ シュ ・テムル。カイシャンの即位に大きな役割を果た したカンクリ族 トクトの子

である。至正六年まで大司農をっとめており,そ のこ江漸行省平章政事,大 司農,湖 広行省平

章政事,大 司農 と,一 年ずつ忙 しなく動いた。 湖広行省への派遣は,涜 州路 ・靖州路 ・郡州

路 ・桂陽路などの地で しばしば叛乱を起 こす少数民族の鎮圧が目的であ った359)。まさに,か

のテジュ 魯明善が赴いた地である(ち なみに,至 正九年,司 農少卿として,江 漸行省参知政事で
ヒ チ コ ク ド

あ った ウイ グル貴族 の{契哲 篤 が呼 び戻 されて いる360り。 か の地 で は もと も と屯 田 が 盛 ん に 行 わ れ て

い た が,元 統 二 年(1334)に は,湖 広 黎 兵 屯 田万 戸府 を 設 立,十 三 箇 所 の千 戸 集 団(そ れぞれ別

に現地人 の屯戸五百 を有 す る)を 統 括,現 地 人 に 田土 ・牛 ・種 ・農 器 を 支 給,農 業 指導 を行 い,

径 役 を 免 除 す る な ど,地 域 の 安 定 化 を 狙 い とす る政 策 もと られ て お り,そ う した 意 味 で も タ

シュ ・テ ムル は適 任 で あ っ た。 後 至 元 二 年(1336)に 辰 州 路 総 管 府 が 官 で はな く民 に も 『農 桑

輯 要 』 を 頒 布 す べ く重 刊 して い る こ と も思 い合 わ され る。

ひ る が え って,も う ひ と りの 大 司 農 は,文 官 と して は最 高 位 の開 府 儀 同三 司 の 肩書 きを もっ

トゥ レル ・テ ム ル 。 トゴ ン ・テ ム ル の 第 三 ケ シ クの責 任 者 で あ る こ とか ら も わ か る よ う に,

ジ ャ ラ イ ル 国 王 家,そ れ もか のバ イ ジ ュの 息 子 であ る361)。 トゥ レル ・テ ム ル とい う名 は文 宗

トク ・テ ムル が 与 え た もの で,も との 名 はヤ ナ シ リ。 父,バ イ ジュ の神 道 碑 も ま さに この至 正

八 年 の 正 月,ト ゴ ン ・テ ム ル の聖 旨 の も と に立 て られ た。 こ こに き て とっ じ ょ大 司 農 司 が ク

ロ ー ズ ア ップ され るの は,ひ とっ に は トップ に トゥ レル ・テ ム ル を迎 え るが ゆ え だ った の だ ろ

う。

ち な み に,山 東 は 曲阜 の 顔 子 廟 に い ま もな お立 っ美 碑 に はっ ぎの よ うに刻 まれ て い る。

ト ワ レ ル テ ム ル ケ ノ ク

元 統 二 年(1334)正 月 二 十六 日,篤 怜 帖 木 児怯 醇 の第 二 日,延 春(閤)[閣]の 後 ろの威 寧
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に と き ノユ ク ル チ マ ンヤ ル クイ バウ ル チ ケソ ク トゥレレ テ ム ル

殿裏有る時分に,速 古児赤の馬乱児台大夫 ・羅鍋 ・狂家奴,宝 児赤の怯醇官篤怜帖木児,
ユルドゥ チ ベク プ カ ノム ク リ た パ ヤン サ トゥン ダ ラ カン

云都赤の別不花,殿 中の哺忽里等が有 っ来。 伯顔太師秦王右丞相 ・撒 敦 答刺箪栄王太傅
そうたん て

左 丞 相 が 一 処 に商 量 し了 … …362)

トゥ レル ・テ ム ル は,ブ ダ シ リ皇 后 の も とへ つ れ て こ られ た ば か りの トゴ ン ・テ ム ル の バ ウ ル

チ と な っ た。 状 況 か ら して,ト ク ・テ ムル 時 代 の ケ シ クか らそ の ま ま横 滑 り した とみ て い い

(ムカ リ以来 の名門,ジ ャライル 国王家の血 は,そ れほど まで に尊重 されて いた363り。 だ か ら こ そ 大 司

農 の前 に宣 徽 使 もっ とめ て い た わ けだ ろ う。 で あれ ば,父 の バ イ ジ ュ も ほぼ ま ち が い な くアユ

ルバ ル ワ ダ,シ デ ィバ ラ のバ ウ ル チだ った の だ(ジ ャライル国王家 は,歴 代,バ ウルチ とコルチの

担当が多 い)。 大 司 農 司 の長 に は,カ ア ンのバ ウル チ も しくは シ ャル バ チ が 就 くと い う原 則 は,

ボ ロ ト以 来,守 られ っ づ けて い た こ と に な る(バ イ ジュが ボ ロ トと同様,宮 廷儀 式 の整備 に熱 心

だ ったの も,こ のバ ウルチ とい う職掌 ゆえであ った)。 そ う した シス テ ム は,虞 集 が か つ て

ケシ ク

国 家 の 制 は,お しな べ て 禁 近 の 臣 が,服 御 ・弓 矢 ・食 飲 ・文 史 ・車 馬 ・鷹 帳 ・府 庫 ・医

薬 ・ 卜祝 の 事 に分 け,皆,こ れ を世 襲 で 守 って きた。 才 能 を 見 出 さ れ て 任 務 を授 け られ政

治 に参 画 して も,ひ じ ょ うな高 位 高 官 で あ って も,一 日公 務 か ら帰 って オ ル ドに もど れ ば,

も と どお りケ シク の し ご とを す るの で あ る。子 々孫 々 に至 る まで 改 め られ る こ と は な い。

きわ めて 親 密 で信 頼 の厚 い者 で な けれ ば,ケ シ クの仕 事 に は与 れ な い の だ 。 チ ンギ ス ・カ

ン以 来,旧 金 朝 ・南 宋 の官 吏 の家 は,モ ンゴル の 伝統 を習 って い る が,お 側 に出 入 りす る

よ う にな って も,「 モ ン ゴル」 の一 員 に擬 せ られ る まで に な る の は,ひ じ ょ うに少 な い と

思 わ れ る。

と簡 潔 に述 べ た と お りで あ った364)。 逆 に い え ば,ケ シク制 を理 解 し,血 縁 ・姻 戚 関 係 を きち

ん と押 さえ て いか な いか ぎ り,た とえ 中 国歴 代王 朝 の伝 統 的 な 官職 名 を掲 げ て い よ うと,こ の

時代 の 各機 関 の 実 態,統 廃 合,各 人 の履 歴等 の ほ ん と うの 意 味 は あ き らか に な らな い,と い う

こ とで あ る。 冒 頭 に述 べ た よ うに,「 百 官 志 」 は表面 上 の姿,そ れ も一 部 分 しか 写 して い な い。

た とえ ば フ レグ ・ウ ル スで の各 官 庁 の あ りか た と比 較 ・検 討 しな が ら,一 っ一 っ 再 構 築 して い

くよ り ほか は な い ので あ る。

四.結 び に か え て 『事 林 広 記 』 が 語 る こ と

苦 難 の す え に名 実 と もに カ ア ンと な った トゴ ン ・テ ム ルで は あ っ たが,そ の意 欲 は なが つ づ

き しな か った。 大 司 農 司 の あ りか た も,至 正 十 年 頃 か ら大 元 ウ ル ス の ゆ らぎ と と も に大 き く変

化 して い った。 「農 桑 輯 要 』 の頒 布 の記 録 は,い ま の と こ ろ至 正 二 年 以 降 に は見 出 され な い。

した が って,こ こで は,別 の 視 点 か らこの時 代 の農 書 の歴 史 を な が め,結 び に か え る こ と で小

結,と した い。
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後至元二年(1336),湖 広行省下の辰州路総管府で重刊された 「農桑輯要』 の後序は次のよ

うに述べている。
すで あた

累朝,已 に中外に頒降すると錐 も,而 るに有司は家諭 ・戸暁すること能わず,往 々にして
し て

高閣に之を束ね,致 すに有用の書を使て置き而無用の書 と為 さしむは,甚 だ導民 ・厚生の
し も

意に非ず。今,刊 板印書 して農民に給付 し,務 本を知 ら使め以てその伝を広めん。若 し農
あた ル し ようや

は其の功を尽 くし地はその利を尽 くすこと能わば,家 に獲ま仰め人に給 し,是 れ漸 く礼儀
じんみん そむ み っと よ

の道に資 し,聖 朝の黎元を敬愛するの美意に負かざらん。覧る者 は勉め焉。

粛政廉訪司や各路 の官庁 に送付された 「農桑輯要』の大字本のテキス トは,指 導用であり,

いっぱんに閲覧は容易ではなかった。各地で覆刻,重 刊本,携 帯に便利な小字本などが刊行さ

れたが,と うじ,そ の書名と内容をもっとも広 く知 らしめたのは,絵 入 りの百科事典,『 事林

広記」 だろう(こ の書物は,商 人や僧侶の手によって果ては日本にまでもたらされ,南 北朝,室 町時代

の貴族,五 山僧たちに愛好された)。

『農桑輯要』 が江南の情報を仕入れるのに使用 した陳元覗の 『博聞録」 はもともと十巻仕立

ての地味な書物であったが,大 元ウルスの南北混一後,最 新の情報をふんだんに加え,至 元二

三年(1286)頃 までに,ま ず 「新編分門纂図博聞録』 という挿絵入り,甲 ～癸の十集構成のテ

キス トに仕立て直される。大徳年間頃から 「事林広記』という名でも売 り出されるようになり,

頻繁に増補,改 訂版が出された。 ただ し,「農桑」 の記事は,み なr博 聞録』 時代のままで

あった。「事林広記』の中でもっとも古いかたちをとどめるとされてきた江戸時代の重刊本

泰定二年刊行のテキス トにもとつ く一 の庚集巻四 「農桑門」,辛 集 「獣医集験」がそ

れを証明 していた。 さらに,ご くさいきん,対 馬の宗家と比叡山延暦寺の恵心院の旧蔵書か ら,

それぞれ大徳年閾か ら延祐年間頃の状態を示す 『事林広記』の元刊本 と写本がそれぞれ再発見

されたが,そ こで も 「農桑類」 は,『博聞録』のままだった365)。同時に,そ れ らの発見によっ

て,ま さにこの大徳年間,王 槙が 「農書」の編纂時に参照 したr事 類全書』なる書物 も,『博

聞録」が姿を変えたものであったことが,確 認されたのである。『事類全書』 という書名から

連想 されるように,お そらくそれは 『居家必用事類全集』(現存の元刊本は,r吏 学指南』を引用す

るので大徳五年以降の編纂)と も無関係ではなかった。

至川頁年間,福 建は建安の西園精舎,椿 荘書院が刊行 した二種類の 「事林広記」にいたって,

記事が全面的に差 し替えられ,"新 増"記 事として 「農桑輯要」 の抜粋が収録された。巻頭に

は,王 磐の撰 した序文が掲げられ,あ らたに 「耕穫図」"平 羅倉"の 文字も見える

一葉,「蚕織図」一葉を挿入する。

その二枚の絵図の登場は,延 祐年間,趙 孟頬がかかわった 「農桑図」,「耕織図」絵巻,苗 好

謙の 『栽桑図説』の刊行,シ ディバ ラ,泰 定帝イスン ・テムルがそれぞれ鹿頂殿の壁面に描か

せたという 「蚕委図」 と軌を一にす るものであった。
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また,や は り 『事 林 広 記 』 とか か わ りの 深 い類 書,『 翰 墨 全 書 』 の い くっ か の テ キ ス トで も,

「人 品 門 ・農 」 《文 類 》 に,熊 禾 の 「農桑 輯 要 序 」 を収 録 す る。 つ ま り ち ょ くせ っ に は建 安 の県

丞 の張 某 が重 刊 した テ キ ス トが 参 照 され た の だ。r翰 墨 全 書 』 は,ま ず 大 徳 十 一 年 頃 に編 纂 さ

れ,泰 定 年 間 に再 編 集,一 部 増 訂 され た こ とが わ か って い る。

以 上 は,『 農 桑 輯 要 』 が類 書 の 世界 に登 場 し,人 口 に謄 妥 す る よ うに な った 時 期 が いっ ご ろ

な の か,示 唆 す る もの と いえ よ う。

で は,至 順 年 間 以 降 に刊 行 され た 「事 林 広 記 』 で は,農 桑 の情 報 は ど うな った の か 。

洪 武 二 五 年(1392)に 梅 渓 書 院 か ら刊 行 され た テ キ ス トを み て み よ う。 「農 桑 類 」 に は ま っ

た く変 化 は み られ ず,『 農 桑 輯 要 』 の抜 粋 が 麗 々 し く挙 げ られ て い る(そ の状 況 は明 代を通 じて

同 じである。 これにかわ る農書 はついにあ らわれなかったのであ る)。 そ の い っぽ う,「 花 卉 類 」 「果

実類 」 「竹 木 類 」 に は新 しい情 報 が加 わ って い る。 しか し,こ の 「花 卉 類 」 の 【栽 種 花 法 】 【接

花法 】 【澆 花 法 】 【催 花 法 】 【養 花 法 】 【染 花 法 】 【花木 宜 忌 】,「果 実 類 」 の 【種 果 木 法 】 【接 果 木

法】 【脱 果 木 法 】 【治木 法 】 【果 木 雑 忌 】,「竹 木 類 」 の 【種 竹 法 】 は,じ っ は,「 永 楽大 典 」 巻 一

三 一 九 四 に ま とま って 扶 文 が の こ る呉 澤 『種 芸 必 用 』 お よび 張 福 『種 芸 必 用 補 遺 』 と ほぼ 一 致

す る。 じ ゅ う らい,こ の二 書 は 「農 桑 輯 要」 を補 う農 書 と して 評 価 が 高 く,『 種 芸 必 用 」 は宋

代 の農 書 と して扱 わ れ,補 遺 の 著 者 は太 宗 オ ゴデ イか らモ ンケ時 代 に済 南 鎮 撫 鈴 轄 で あ っ た人

物 に批 定 され て きた。 その 当 否 も含 め,こ ん ご再 考 の 余 地 が あ る だ ろ う。

(完)

付記 本稿 は,文 部科学省科学研究費補助金(若 手研究B)に よる研究成 果の一部で ある。

註

267)Rashldaユ ーDin,FazユーAユユahHamadani、 ノ励zぬZ-Tσ 短71肋,MS、Istanbul,TopkapiSarayi

MUzesi,KUtUphanesi,Revanl518.212a.『 元史」巻二三 「武宗 本紀 」[至 大二年九 月己亥],巻

一三 四 「迦魯納 答思伝 」

268)散 曲作家,『 孝経直解」の著者 として知 られるセ ヴィンチュ ・カヤ もほぼ同時期,父,貫 只嵜

の名 を とって貫 を苗字 と し,貫 雲石 と名乗 った。 ちなみにテ ジュに も音 楽の才が あ り,「 琴譜」

八巻 を もの してい る。

269)『 道園類稿』巻 四三 「靖州路達魯花赤魯公神道 碑」

270)「 元史」 巻一〇〇 「兵志三」 《河南 行省所轄軍民屯 田 ・葛 陵屯田万戸府》,「嘉靖 寿州志』 巻二

「泉井潭澗」 《白龍潭》 【蒋雨碑記】 に よれば,皇 慶元年十一月 よ り安 豊路 の総管 に は,安 石馬 

が着任 している。

271)「 至正集』巻 四九 「暢公神道 碑銘」
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272)察 文淵 「大元故 太傅録軍 国重事宣徽使領大司農司太医院事鉄可公墓誌銘」,喬 達 「爾州平谷県

大興 隆禅寺創建経蔵記」 碑 陰 「平章 門下見字一代」(『平谷文物志』 民族 出版社2005年116-

118頁)

273)「 光 緒太平府志」巻三七成功允 「太平路魯総管徳政碑」,『呉文正公文集」巻 四五 「蛾眉亭重修

記」

274)泰 定二年(1325)の 段 階で,衛 州路 のダルガは赫斯であ る。「民国衙県志稿』巻十八 「碑碍志

三」 【元 泰定侍郎都 文原撰郡城陛廟記】

275)「 至正 条格」断例巻六 「職制」【受要拝見銭】

276)『 元典 章』巻 四六 「刑部八 ・諸賑」 《取受》【賊 罪条例】,【定擬給没賊例】,【五 品官犯罪依十二

章行 】

277)「 国朝文類』 巻五九挑燧 「湖広行省 左丞相神道碑」,「道園学古録』 巻二四 「昌王世勲之碑」,

「繭州 平谷県大興 隆禅寺創建経蔵記」

278)「 救 荒活民類要」 「救荒二十 目 ・講爵」,「元史」 巻三四 「文宗本紀三」[至 順元年二月丁亥],

[閏七 月戊 申],巻 九六 「食貨志 四」 《入粟補官之制》

279)「 道 園類稿」巻 四六 「靖州路総管捏古台公墓誌 銘」に よれば,モ ンゴル族 のネグデイ氏 のク シ

ダル はカサ ル王家 の投下 領である般 陽路下 の州県,信 州路永豊県 のダルガをっ とめ,そ の子 の シ

リヤ トゥス(一 時,江 南行 台の監察御史 をっ とめた トレトゥの父)は,テ ジュと同様,江 西行省

の理 問所相副官 をっ とめたあ と,同 知道州総管府 事,靖 州路総管府兼管 内勧農事 となって いる。

したが って,テ ジュの赴 任先 自体,ウ イグルのコネクシ ョンの ほか,カ サル王家,あ るいはそれ

と縁故 の深 いタ ング ト王 家 との関係 によって,そ して当地での屯 田における貢献 を期待 されて定

ま った可能性 もあ る。

280)『 洒券楼儘余書録』 「子部 ・農桑撮要不分巻」

281)『 南 麗志経籍考」巻下 が集慶路学 のテキス トを"農 桑撮要六巻"と す るのは,明 らかに誤 り。

"延祐三 年刊"も
,張 輿 の序文 か ら導 き出 した延祐元 年 を書 き誤 った ものだ ろ う。な お,58枚

あ った版木 は,嘉 靖年 間頃には,紛 失等 により30枚 にまで減 って いた。

282)「 鉄 琴銅剣楼宋金元本書影」 に元刊本 とされる一葉(8行 ×15字)が 収録 される。

283)こ の延祐 四年 に は,ク ビライ時代 に巡行勧農使,司 農少卿をっ とめた高天錫 の子 タ シュ ・ブ

カ も大 司農 に選任 されているほか,延 祐六年 には,東 平 学派の曹伯啓や,成 宗 テムル,カ イシ ャ

ンのカ トンに仕 えたバ ウルチ林賢 も司農丞 に任 じられて いること,が 確認 される。延祐六年 に確

認 され る鄭司農 は,皇 慶元年 か ら延祐元年 にかけて秘書 監丞(正 六品)よ り秘書太監(従 三品)

に一 気 に昇進 した鄭乞答 台か。 「元史』 巻一五三 「高宣伝」,「滋 渓文稿 』巻一 〇 「元故御史 中丞

曹文貞 公祠堂碑銘」,巻 ニー 「元故承徳郎寿福院判官林公墓碑銘」,『秘書監志』巻九 「題名」

284)『 至正集』巻七 四 「農桑文冊」"延 祐七年四月大司農司奏奉聖 旨節該:廉 訪司為農桑両遍添官,

交依 旧管行,毎 歳措造文 冊,赴 大司農司考較"。

285)『 元 史』巻二七 「英宗 本紀」[至 治元年夏四月戊辰],巻 一三六 「拝住伝」

286)「 元 史』巻二七 「英宗 本紀」[至 治元年十一月丙申],巻 二八 「英宗本紀」[至 治二年三月 己丑],

「国朝文 類』巻一八学 坑魯羽中「駐騨頗」,巻 二 四元 明善 「丞相東平忠憲王碑」。『民 国新城県志』巻

一五 「地 物篇八 ・金石一」 《東平王安童 碑》 によれば
,元 明善 の撰 に係 るこの巨碑は,文 革以前

には新城 県 の西北三十里 に讐 えた っており(高 碑店 とい う地名 はお そ らくこれに由来す る),碑

陰 にはモ ンゴル語 が刻 まれていた(『 擁古録』巻十九 によれば,少 な くとも碑陽 は"乾 隆中,某

制府殿 為他用"と され る)。 ただ し,と う じの政治情勢が色濃 く反映 されて いるのだろうが,大
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徳七年 にす でに立碑 の聖 旨が くだされ ていたことにな って お り,し か も じっさいの立 碑 は後至元

元年十二月 とされ る。 この点 について は,『 金華黄先生文集』 巻二 四 「中書右丞相贈 孚道志仁清

忠一徳功 臣太 師開府儀 同三 司上柱国追封郡王論文忠神道碑」 も参照。 そ もそ も,延 祐 四年九月四

日の段階 で,聖 旨によ り 「東平王世家」三巻 を編纂 させ国家 出版 させて いる こと,し か も銭大日斤

の 『十駕斎養新録』 巻一三 「東平王世家 」 「聖武親征録」 が指摘 す るように とうじの ジ ャライル

国王 たる ドロダイの系統 ではな くアユルバ ルワダの ケシク長 をっ とめ るバ イ ジュの血 筋をわ ざわ

ざ顕彰 している ことの意 味は,モ ンゴル帝国史の脈絡の中 で もっと追 求 され て しか るべ きだ ろ う。

287)『 元史』 巻二七 「英 宗本紀」[延 祐七年十月丁未,戊 午,丙 寅,十 一月丁丑,辛 巳,甲 辰,十

二 月辛未],[至 治元年春正月丙戌,五 月辛丑,秋 七月庚辰,十 一月庚寅],巻 二八 「英宗本紀」

[至治二年春正 月丁丑],巻 七 四 「祭祀志 ・宗廟上」,『程雪楼文集」 巻二五 「古 螢図」,「道園学古

録』 巻一九 「曽巽初墓誌銘 」,「申斎集』 巻一 「送曽巽初進郊祀 歯簿 図序」 『王忠文集』 巻一七

「践至治 歯簿 詩」。

288)『 元史 」巻二 八 「英宗本紀二」"[至 治二年八月]戊 寅,詔 画蚕変 図於鹿頂殿 壁,以 時観之,可

知民 事也"。

289)「 至正 条格』断例巻七 「戸婚」【屯田賞罰】

290)『 至正 条格』条格巻二七 「賦役」 【差役不許妨農】

291)「 元史 』 巻二八 「英宗本紀二 」[至 治二年十月 己丑],[十 一 月己亥],「 国朝 文類』 巻九震樋

「命拝 住為右 丞相詔至治二年十二 月」

292)「 元史』 巻二八 「英宗本紀二」"[至 治二年十二 月]丁 卯,中 書平章政事 買臆罷為大 司農"。 こ

の ほか,「 永 楽大典 』巻二〇 四二四 に引用 され る 「太常集礼』 は,至 治 元年八月 の段 階で,大 司
サ ノ ル 

農 に買住,三 闘の両名がいた ことを伝 える。 なお,『 清容居士集』 巻十 八 「封龍山書院増修記」

に よれば,同 じ至治元年 の段階で,数 学 ・科学者 として名 高い李冶の曾孫,李 慎言が大司農 司の

事 務担当 に配置換え になって いる。

293)『 国朝文類』巻二三元明善 「太師漠陽忠武王碑」。 カイ シャンの腹心 であ った父の オチチ ェル,

異 母兄の アスカ ン等 は,ア ユルバル ワダ,テ ムデル等 に殺 されて いる。 この事件 および南披 の変,

泰定帝 イス ン ・テムルの即位 にっいて は,杉 山正 明 「大元 ウル スの三大王 国 カイ シャンの

奪権 とその前後(上)」(「 京都大学文学 部研究紀要』341995年3月)に 詳 しい考証 があ る。

294)『 憲台通紀」 は,「元典章」 や 「南台備要 』 とことなり,至 治元年,至 治三年正 月に,テ クシ

が御史大夫 に任 じられた記録 を意図 して収録 しない。 シデ ィバ ラたちが,新 政,旧 テムデル派 の

徹底的 な粛清 をは じめる段階で あえて なされた この人事,じ っ はテク シの多岐 にわたる権 力をそ

ぎ落 と してい くための計 画であった(し か もその聖 旨にお いて シニ カルに 「振挙台綱」 「整治台

綱」 と うた う)。

295)「 元史』巻一三九 「朶児只伝」 も"初,朶 児只為集賢学 士,従 其従 兄丞相拝住在上都 。南披之

変,拝 住遇害。賊 臣鐵失 ・赤斤鐡木児等井欲殺朶児只,其 従子朶児只班 方八歳,走 詣怯 醇官失都

児求免 以故朶児 只得脱於難'と 証言す る。 シク ドゥル ・ケ シクのメ ンバ ーにつ いては 「秘書監

志』 巻五 「秘書庫」 《玉 宝四穎》 参照。 シュクルチをテムデルの子 の八思吉思 院使がっ とめ,鎖

南院使,朶 承 旨,欽 察 知院等が シディバ ラを取 り巻いて いる。

296)『 元 史」 巻二八 「英宗本紀三」"至 治三年八月癸亥,車 駕 南還,駐 躍南披,是 夕,御 史大夫鐵

失 ・知枢密 院事也 先帖木児 ・大 司農失禿児 ・前平章政事赤斤鐵木 児 ・前雲南行省平章 政事完者 ・

鐵木迭児子前治書 侍御史鎖南 ・鐵失弟宣徽使鎖南 ・典瑞院使脱火赤 ・枢密院副使 阿散 ・倉書枢密

院事章台 ・衛士 禿満及按梯不花 ・牽羅 ・月魯鐵木児 ・曲 呂不花 ・兀魯 思不花等謀逆,以 鐵失所領
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阿速 衛兵為外応,鐵 失 ・赤斤鐵 木児殺丞相拝住,遂 斌帝於行握",「 元史』 巻二 〇七 「逆 臣伝」

297)『 元史」 巻二九 「泰 定帝本紀一」"[至 治三年九月]辛 丑(12日),以 馬某沙知枢密院事,失 禿

児為大司農"。

298)ダ ウ ラ ト・シャーは,は や くか らわが子ハ サ ンをバ イ ジュのケ シクに もぐりこませ,機 密収

集 にっ とめ る周到 さで あった。

299)バ イ ジュの息子 ダルマシ リに,宗 仁衛親軍都指揮使 を継 がせてさえい る。

300)『 元史』 巻二七 「英宗本紀一」[至 治元年十二 月甲子],巻 二八 「英宗本紀二」[至 治 二年二 月

壬子,壬 戌],[至 治三年二月辛卯],[六 月乙酉],巻 二九 「泰定帝本 紀一」[至 治三年十 一月壬 寅,

甲寅コ,[十 二 月壬午],[泰 定元年春正月丁未],[二 月甲戌],[三 月癸丑 コ,[四 月甲子],[六 月己

卯],[十 一 月癸 巳],[泰 定二年春正月壬寅],[五 月辛 未コ,[十 一 月戊申,壬 申],[十 二月癸未],

巻三 〇 「泰 定 帝本 紀二 」[泰 定三年 正 月壬子],[五 月 甲辰 朔コ,[六 月癸酉 朔],[秋 七 月戊 午],

[八月丁酉],E九 月戊辰コ,[冬 十月庚子],[十 一月辛亥コ,[十 二月丁丑],[泰 定四年三月辛亥,

丁卯],[秋 七月乙丑],[九 月壬戌]

301)拙 著 『モ ン ゴル時代 の 出版文 化』(名 古屋大 学 出版 会2006年1月),同 「徽州 文書 新 探

『新 安忠烈廟神紀実」 よ り 」(「東方学報(京 都)』772005年3月222-160頁)

302)「 元 史』 巻二 九 「泰定帝本紀一」"[泰 定元年六月 己卯(25日)]大 司農 屯田,諸 衛屯田,彰

徳 ・注 梁等路雨傷稼,順 徳 ・大名 ・河問 ・東平等二 十一郡蟷,晋 寧 ・輩 昌 ・常徳 ・龍興等処磯,

皆発 粟賑之",[泰 定二年二 月]"甲 申,祭 先農",巻 三〇 「泰定帝本紀二」[泰 定 四年二月辛未],

察 文淵 「孟 子廟 費 田記」(碑 陽/致 和元 年七月/京 都 大学 人文科学 研究所 蔵 中国金石拓 本第36

函孟4),「 泰定五年帖文」(碑 陰,泰 定五年正 月/京 都大学人文科学研究所蔵 中国金石拓本第36

函孟11)。 なお,『 孔顔孟三氏志』 巻六,『 三遷志 』(台 湾国家図書館蔵明嘉靖三一年獅県孟氏刊

本)巻 四 「奏疏」 【泰定五年戊辰即致和元年公愚文】,劉 培桂 『孟子林 廟歴 代石刻 集』(斉 魯書社

2005年9月57-62頁)な どにも録文があ る。 この碑につ いて は,す でに註210に おいて予告

した ように,別 稿 で詳細 に分析 す る。

303)『 元史』 巻一七六 「劉徳温伝」。 かれは,在 任中,典 礼 を考訂 し,編 集 して一書 となそ うとし

た といい,泰 定 四年十月,監 察 御史 の爲思忠 が太常礼儀院 に命 じて累朝 の礼儀 を纂集 させ るよ う

願 い出 たこ と,そ れを うけ李好 文が三年 の歳 月をか けて 「大元太常集礼稿』五十巻 を完成 させる

の と無関係 ではあ るまい。

304)「 水利集』 巻 一 「泰定元年十 月中書省箭付;奏 准開挑呉松 江」"至 治三年九 月十 四 日欽奉詔書

内一款節該:「 但凡係官工役造作停罷者 」欽此"。

305)『 摘東類稿』 巻 五 「農桑詩序」"泰 定改元甲子,制 書下郡県,以 学校,農 桑為急務。官 奉行惟

恪,是 時秣 陵路句曲令程君首勧率十有六郷,課 種桑 四十余 万株布 満一 県。県治後有廃 圃隙地,荒

臓不治,君 手 摘瓦礫,吏 民争趨焉。旬余平 坦,植 桑八千,森 列如 戟。 暇 日引県摩諸生観之,登 丘

四顧而嘆 日 「桑者衣之源,而 惰農弗知。今吾先之労之,後 人必有 享其 利者。夫民難与 慮始 而可与

楽成也。於 是諸生争為歌詩,以 記其事。君 勤於治民,尤 留意学校,招 師訓以規矩,士 競於 教,弦

歌之声相 聞,真 能以詔書従事者,其 治行為江東諸 県最云"。 『元史」巻一 「泰定帝本紀一」[泰 定

元年春正 月己亥コ にい う 「逆臣 イス ン ・テムル等 を謙 す る詔」の条画 と思われ る。

306)『 至順鎮 江志」巻七 「山水」《漕渠水》《練湖》,『水利 集』巻一 「泰定元年十月 中書省筍付;奏

准開挑呉松 江」,「中書 省箭付;開 江立間」,「元史』 巻二 九 「泰定帝本紀一」[至 治三年十二月壬

戌],[泰 定 元年冬十 月壬 申],巻 六五 「河渠志二」《練湖》《呉松江》

307)『 梧渓集 』巻六 「謁漸東宣慰副使致仕任公及其子 台州判官墓有後序」,『水利集』趙孟頬序,巻
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一〇 「営造法式」 《開河窒泉眼法》 《築堤導河去沙彊石法》。 黄 河の決壊 と都 水分監 の設置 にっい

て は,「元史」巻六五 「河渠志二」《黄 河》,「治河総考』巻三 「元 ・武宗」 も参照。宗典 「元任 仁

発墓志的発現」(『文物」1959-11),上 海博物館 ・沈令日斤 ・許 勇翔 「上海市 青浦県元代任氏墓葬

記 述」(『文物』1982-7)

308)『 水利 集』巻一 「泰 定元年十一 月江漸行省 箭付;開 挑 呉松 江」,「泰定 二年 八月立 都水庸 田使

司」

309)「 済南金石志」巻三 「大元贈中奉大 夫行 中書省参知政事張公 神道之碑」,『道光章丘県志」巻十

四 「金石録」【張斯和墓碑】碑陰(張 養浩撰,至 順二年,張 友 諒立石)に よれば,参 議 中書省事,

戸部 尚書,漸 西粛政廉訪使 を経て都水 庸田使 とな り,そ の こい ったん湖北准 東道廉訪使 をっ とめ

たあ と,再 度,庸 田使 にな ったという。 ただ,1993年 に発見 された張友諒 の墓誌銘(至 正十五

年,安 豊 路同知 総管府事をつ とめていた息子張士貞 の撰文 に係 る)で は,二 度 目の庸 田使 にっい

て言 及 しない。韓明祥 「済南歴代墓志銘」(黄 河 出版社2002年94-95頁)参 照。

310)「 水利 集」巻一 「泰定二年八月立都水庸 田使司」,「泰定三年都 水庸 田使 司添気力」,「大元官制

雑記 』 「都水庸 田使 司」,『元史』巻二九 「泰定帝本紀一」[泰 定二年五 月丙子]"漸 西諸郡森雨,

江湖水溢,命 江漸行 省及都 水庸 田司興役疏洩之",[泰 定二年六月]"丁 未,立 都水庸 田使 司,凌

呉 ・松二 江",巻 三 〇 「泰定帝本紀二」[泰 定三年春正 月壬子]"置 都水庸 田司於松江,掌 江南河

渠水利"。 以上 か らすれば,「 元史』 巻二九 「泰定帝本紀 一」[閏 月壬 申コ が"罷 松江都水庸 田使

司,命 州 県正官 領之,{乃 加兼知渠堰事"と 記 すのは,不 正確 きわま りない表現 であ る。

311)志 丹 苑考古 隊 「元代水 閾再現上海市区」(『中国文物報』 総1060号2002/11/11-2版),

国家文 物局 「上 海普 陀志丹 苑元代 水 間」(「2002中 国重 要 考古 発現 』文物 出版 社2003年6月

152-157頁)

312)『 元史』 巻三 〇 「泰定帝本紀二」"[泰 定 四年冬十月]辛 亥,監 察御史亦怯列 台 ト答言,都 水庸

田使 司擾民,請 罷之",巻 六五 「河渠志二」 《塩官州海塘》,『梧渓 集』巻六 「謁漸 東宣慰副使致仕

任公及其子 台州判 官墓有後序」

313)『 国朝文 類』 巻三一 宋本 「都 水監事記」"監 始以至元二十八年丞 相完澤奏置於 京師。監 少監,

丞各二負,歳 以 官一,令 史二,奏 差二,壕 塞宮二。分監干沐,理 決河。又分監寿 張,領 会通河,

官属如注監,皆 歳 満更易。泰定二年改注監為行監,設 官与 内監等 。天暦二年罷,以 事帰有司,岸

河郡 邑守令,結 街 知河防事。而 寿張監,至 今不廃",「 元史』巻二 九 「泰定帝本紀 一」"[泰 定二年

二月コ庚子,挑 偉以河 水屡決,請 立行都水監於沐梁,倣 古法備桿,価 命瀕河州県iE官 皆兼知河防

事,従 之","[泰 定二年秋 七月]辛 未,立 河南行都水監"。

314)「 元史』 巻三 〇 「泰 定帝本紀二」[泰 定三年冬十一月庚子]。 おそ ら く,こ れよ り四 ヶ月前 にモ

ンゴル語 への翻訳 命令が出 されている 「世祖聖訓』 と無関係 ではないだ ろ う。

315)「 元史』 巻六 四 「河渠志一」 《海子岸》 《白浮,甕 山》《渾河》 《白河》《御河》 《藻河》《河間河》

《淳泊河 》《会通 河》,巻二 九 「泰定帝本紀一」[泰 定元年夏 四月 甲子],[泰 定二年 閏月己 巳],[三

月癸丑,辛 酉],巻 三〇 「泰定帝本紀二」[泰 定三年 四月壬 寅],[泰 定四年八月 癸酉,癸 巳コ,巻

一 四五 「廉恵 山海牙伝 」

316)「 聖元名 賢播芳続集 』巻六 「詔赦」《泰定二年赦》 に雅 文聖 旨の全文 が載 る。 撰者 は不 明。 な

お,『 元史 』 巻二九 「泰定帝本紀一 」[泰 定二 年春正 月庚 戌]の 詔 は,モ ンゴル語 の聖 旨を 「実

録」作成 時に編纂官 が翰 林院作成 の ものを見ず に,そ の まま漢訳 した もの だろ う。

317)「 元史」 巻二九 「泰 定帝本紀」[泰 定二年閏月]"壬 子朔,詔 赦 天下,除 江准創科 包銀,免 被災

地差税一年",「 正徳華亭県 志』 巻 四 「議免増科 田糧案」"及 欽奉 泰定二年閏正月一 日詔 赦一款:
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「農桑輯要」か らみた大元 ウルスの勧農政策(下)(宮)

「延祐二年三省 経理 田土,所 差人員 微名生事,威 迫官府,折 逼人戸,虚 増田糧。 除 自実頃畝依例

科徴,其 無 田虚増 之数,仁 宗皇帝常論有司,体 覆除害谷,遷 延至今,与 民為害。其在官 已有文案,

即仰廉訪司体覆 明 白,就 便除諮。違者,従 監察御史糾治」。欽此"。

318)「 元史』巻二 九 「泰定帝本紀一」[泰 定二年 閏月乙丑]

319)『 元史』巻二 九 「泰定帝本紀一」[泰 定二年九月戊 申朔]"以 郡県磯,詔 運粟十五万石貯瀕河諸

倉,以 備賑救,侃 勅有司治義倉","募 富民 入粟拝官,二 千石従七 品,千 石正八 品,五 百石従八品,

三百石正九 品,不 願仕者施其門",巻 三〇 「泰定帝本紀二」[泰 定三年秋七 月戊午]"勅:「 入粟拝

官者,准 致仕鐙 格」"。

320)「 金華黄先生 文集』巻二四 「宣徽使太保 定国忠亮公神道碑」,「宣徽 使太保 定国忠亮公神道第二

碑」

321)『 道園学古録 』 巻十一 「書趙学士簡経鑓 奏議後」,巻 四四 「故翰林学士 資善大夫知制誰 同脩国

史臨川先生 呉公行状」

322)「 清容居士集 』巻五〇 「書馬元帥救荒事 実後」

323)『 元史』 巻三〇 「泰定帝本紀二」[泰 定三年 春正月壬子]

324)「 新刊類 編歴挙三場文選対策』巻五 「中書堂会試」

325)『 元史』 巻三〇 「泰定帝本紀二」[致 和元年 春正月 甲戌(10日)]

326)「 元史』 巻三〇 「泰定帝本紀二」[致 和元年 春正月丁丑]。 至 元七年 の司農司の設立 に ともな っ

て張文謙等 が整理 したかの 「農桑之制」 十 四箇条 であ る。全 文 は,『通制 条格』 巻一六 「田令 ・

農桑」,「元典章」 巻二三 「戸部九 ・農桑」 《立社》 【勧農業立事理】,「救荒活民類要』条格,『 至

正条格」巻 二五条格 「田令」【農桑事宜】 にみえ る。

327)「 馬石 田先生文集』 巻十 四 「太師太平王定策元勲之碑 」。 この メン リク ・トンア,仁 宗 アユル

バ ル ワダの シュクルチ,皇 慶二年 の時点で司農大卿 だ った メン リク ・トンアと同一人物 と思 われ

る。 「都 文忠 公陵川文集』「延祐五年五月初九 日江西等処行 中書 省筍付 」,『元史』巻一四四 「月魯

帖木児伝 」,註241

328)『 元史 』巻三二 「文宗本紀一」"[天 暦元年九月コ 戊辰,大 司農明里 董阿 ・大都留守闊闊台,並

為 中書平章 政事"

329)『 大元 官制雑記」 「都水庸 田使司」

330)『 清容 居士集』巻二七 「王氏先螢碑銘」 なお,王 毅は泰定四年四月の段階で,す で に光 禄大夫

議 中書省事 平章 である。 「光緒順天府志」巻一 二九 「金石志 三」【元応張真人道行碑】

331)『 元史 』巻三二 「文宗本紀一」[天 暦元年冬十月丁 未],"[天 暦元年十一月壬午]第 三皇 子宝寧

易名太平 訥,命 大司農買住保養於其家",巻 三三 「文宗本紀二」"[天 暦二年春正月辛酉]大 司農

王毅為平 章政事"

332)「 道 園学古録」巻二三 「句容郡王世績碑」"掌 蕩牧 之事,奉 馬奉馬浬,以 供玉食。馬淫尚黒者,

国人謂黒 為恰刺,故 別号其人 恰刺赤",「 元史』巻一 〇〇 「兵志三」《馬政》

333)『 道 園学古録」巻二三 「句容郡王世績碑」。『元 史』巻三四 「文宗本紀三」[至 川頁元年九月甲申]

によれば,文 宗 トク ・テムルの命 を受 け芸文監が 「燕鐵木児世家』を 出版 して いる。 ジャライル

国王家 の 「東平王世家』 に倣 った ものだろ うが,現 存 しない。 なお,『 元史』 巻三〇 「文宗本紀

二」[天 暦二年九 月壬午コ に,司 徒 とな したとい う大司農卿燕赤 はオ トチ ・ブカのことと思われ

る。

334)「 金華 黄先生文集』 巻二 四 「宣徽使太保定国忠 亮公神道第二碑」

335)『 元史 」巻一二三 「捏古刺伝」。 「至正条格』巻 二六条格 「田令」【豪奪官民 田土】 に,"至 元六

一123一



人 文 学 報

年 七月初七 日,詔 書内一款節該 当:「官民 田土倶有定籍,科 差賦 税,生 民衣食,皆 由此出。 比者

伯顔 唐乞失,者 延不花等,侍 奪 占大 都 ・河南 ・江 ・腹裏諸処,及 保定 ・雄 ・覇等州官民 田土 ・

房産,指 称屯衛牧場草地,割 為 己業,発 掘丘聾,折 殿宅舎… …」"と 槍玉 に挙 げ られて い る者 延

不花 と同一人物だ ろう。

336)「 牧隠文稿」 巻十七 「海平君盆忠簡サ 公墓誌銘井序」"時 晋邸防遽,文 宗 自江南先入宮正 位,

迎明宗於 朔方,文 宗 出労於野,丞 相燕 帖木 児進毒 酒,明 宗 中夜崩,六 軍乱"。

337)『 元史』巻六四 「河渠志一」《通恵河》《会通河》,巻 六五 「河渠志二」 《黄 河》《広済渠》

338)「 道園学古録』巻十七 「宣徽院使頁公神 道碑」

339)『 元史』巻三二 「文宗本紀一」"[天 暦元年九月戊子]前 尚書左丞相三 宝奴 以罪言朱,其 二子 上都,

恰刺八都児近侍,命 以所 籍家賀及制命還之",「 道園学古録』 巻一〇 「皇帝聖 旨;特 命礼部 尚書 恰

刺抜都児充奎章閣捧案官。 宜令ロ合刺抜都児。 准此。天暦二年 五月 日」"礼 部尚書口合刺抜都 児之

先臣大傅右丞相楚国公事武宗皇帝,位 望隆重,栄 耀赫変,所 謂不武心之 臣,足 以當不世有之 恩者

也。当是時,尚 書兄弟尚要,及 其長也 慨先世之 遭逢,傷 事 変之不易,思 憤忠鰻以報国家,未 嘗

一 日忘也" ,「道園類稿』巻三二 「題口合刺抜都特授 奎章 閣捧 案官御書後」,「金華黄先生文集」 巻ニ

ー 「恭践賜名口合刺抜都児御書」
,『秘書監志』巻六 「秘書庫 」《棚櫃架子》

340)「 道園類稿』 巻四〇 「張忠献公神道碑」,『道 園学古録」 巻二 二 「承天仁恵局薬方序 」,巻 二五

「大承天護聖寺碑」。 なお,張 金界奴(章 金家納)は 至正二 年の段階 で も少な くと も大都留守 で あ

り,西 山 に トンネルを掘 って渾河の水を大都 に引 き込む金 口水 に堆積 した土砂の撤去,新 たな河

道の掘削作業 に駆 り出されている。「析津志輯 侠』「属県 ・古蹟」

341)「 秘書監志』巻九 「題名」《秘書太監》

342)『 元史」 巻三八 「順帝本紀一」[元 統二年冬十月 己卯],[至 元 元年 七月戊 申],[至 元元年 八月

己卯],[九 月庚子],[十 二月乙丑]。 後至元二年 に,ブ ダ シリの発願 バヤ ン以下徽政 院の官僚

たちの協力 によ って刊刻 された大蔵経の関係者 リス トによれば,バ ヤ ンの肩書 きは,"開 府儀同

三司秦王答刺竿太 師中書右丞相上柱国録軍国重事 監国史兼 徽政使侍正 昭功万戸都総使虎符 威武阿

速衛親軍都指揮使 司達魯花赤忠栩侍衛親軍都指揮 使奎章 閣大学士領学士 院経錘事太 史院宣 政院事

也可千戸恰必陳千戸達魯 花赤宣忠斡羅思厘衛親軍 都指揮使 司達魯花赤 提調回回漢人 司天監 群牧監

広恵司内史府左都威衛使 司欽察親軍都総管府事領太裡院兼 都典制神御 殿事"と い うすさま じ く長

い もので,失 脚直前 の後至元五年五月 には,さ らに膨れあが って246字 に ものぼ っていた。なお,

この リス トには常 ブ ラルギの名 もみえ る。童璋 ・方広錫 ・金志良 「元 代官刻大蔵経考証」(「世界

宗教研究』1986-347-58頁+図1頁),『 山居新語」 巻二参照。

343)「 至正 四明続志』巻六 「土産」《義倉》"至 元元年七月奉省箭欽奉聖 旨:「義倉 乃民 間 自蔵之粟,

備凶年欠食之用,豊 年則験 口而収,荒 旱則随人而給。今後毎社設立義 倉一所,提 調官設 法敦勧。

欽此」。行下州県,勧 率収 貯,以 備計点"。

344)「 元史』巻 四〇 「順帝 本紀三」[至 正三年]に も"是 歳,詔 立常平 倉"と ある。

345)「 元史』巻三八 「順帝 本紀一」[至 元元年冬十月丙辰]

346)「 元史』巻三八 「順帝 本紀一」[至 元元年閏十二月乙酉]

347)「 元史』巻三八 「順帝 本紀一」[至 元元年春正月癸巳]

348)『 至正条格』条格巻二五 「田令」【勧農勤惰】

349)「 元史』巻三九 「順帝 本紀二」[至 元二年春正月]

350)「 元史』巻 四〇 「順帝 本紀三」[至 元五年十二月辛卯]

35!)大 徳初,司 置平江,日 行都水監。 泰定年改庸田遷松江。 以置不常,人 視為 疵舎,故 棟其署寄
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『農桑輯要』か らみた大 元ウルスの勧農政策(下)(宮)

署干 官所。至正元年 重置司平 江,秩 隆三 品……

352)『 元史』巻七七 「祭祀志六 」《至正親祀太廟》

353)『 燕石集』巻 一三 「司農司題名記」,「元史」巻一八四 「韓元善伝」

354)『 至正集」 巻四四 「勅賜大司農司碑」

355)「 秘書監志』 巻五 「秘書庫」《歯簿図書》

356)『 秘書監志』 巻九 「題名」《秘書 太監 》,巻三 「什物」《公用銀器》

357)『 金華黄 先生 文集』巻四三 「太傅文安 忠憲王家伝」,「元史』巻一三七 「曲枢伝」

358)『 秘書監志』 巻九 「題名」《秘書 卿》

359)『 元史』 巻一 四〇 「達識帖睦遍伝」,「金華黄先生文集」巻二八 「勅賜康里氏先螢碑」

360)『 東 山存稿 』巻二 「送江漸禁政懊公赴司農少卿序」

361)『 金華黄先生 文集』巻二四 「中書右丞相贈孚道志仁清忠一徳功 臣太 師開府儀 同三 司上柱国追封

椰王論文忠神 道碑」,巻 四一 「栄禄大夫大司空大都大慶寿禅寺住持長老仏心普 慧大禅 師北渓延公

塔銘」

362)『 元代 白話碑 集録」「(79)一 三三四年加封 顔子父母 妻諮 旨碑」(科 学 出版社1955年82-

83頁),京 都 大学 人文科学研究所蔵中国金石拓本第32函8

363)『 元 史』 巻三 九 「順帝本紀二」 によれば後至元三年六 月に,ア ン トムに美号 が追贈 され,分 封

地 に祠廟 が建設 されている。 なお,と う じの ジャライル国王家 の当主 は ドル ジ,至 正二年 に大明

禅寺が刊行 した 『四家録』(台 湾国家図書館蔵)の 末尾 の寄進者 リス トでは,太 師国王孫銀青栄

禄大夫河南 江北等処行 中書省国王丞相 とい う肩書 きを掲 げてお り,右 脇 に舎人 と して名 を寄 り添
も ト フマ ノ テ ム ル ア ム カ ノ

わせ る朶鷺 帖木児,阿 穆嵜室利 は,『元 史』巻一三九 「朶児只伝」 にいう朶攣帖木児 俺木嵜失
リ

里,す なわ ち ドル ジの息子 たちにほか ならない。

364)「 道園学 古録』巻十七 「宣徽院使賞公神道碑」

365)拙 著 『モ ンゴル帝国が生んだ世 界図』(日 本経済新聞 出版社2007年6月),同 「対馬宗家 旧

蔵 の元刊 本 『事林 広記』 につ いて」(「東洋史研究』67-12008年6月35-67頁),同 「叡 山

文庫所蔵 の 「事林広記』写本 につ いて」(『史林』91-32008年5月1-41頁)
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